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はじめに 

 

近年，地震により発生する崩壊や大規模地すべりによる土砂災害が我が国の各地で甚大な被害を

もたらしている。そして，近い将来，東海・東南海・南海地震さらには活断層沿いの直下型地震で

の巨大災害発生が懸念される中で，災害予防・地震発生後の迅速な対応による減災を図るために，

地震による災害危険性の高い斜面を把握することは急務の課題である。ところが，これまで斜面変

動による災害への対策や危険斜面の抽出は，豪雨・融雪に起因するものを主な対象としてきた。 

このような背景のもと，平成 23 年東北地方太平洋沖地震では，広範囲に震度 5 強以上の揺れが

生じ，栃木県北部・福島県南部など震源から 300km 以上離れた地域でも斜面崩壊による犠牲者が出

た。その後の余震でも多くの被害が発生した。斜面は地震によるゆるんでおり、今後の降雨や融雪

による二次災害が懸念された。今回の地震及び既往の地震により土砂災害の発生した地形や地質の面、

地震動特性の類型化にもとづいて、地震による斜面変動危険区域の評価手法の確立が早急に望まれる。

来るべき東海地震・東南海地震・南海地震など今回の未曾有の災害から学び、今後の災害に備える必要

がある。   

そこで，砂防学会では東北地方太平洋沖地震災害調査委員会（委員長：鈴木雅一）を設置した。本報

告書は本調査委員会の土砂災害の実態を把握するために設置された第２班の 

構成メンバーが実施した成果をとりまとめたものである。 

 なお、今回の成果にはⅡ章など平成 23 年度に国土交通省国土技術政策総合研究所の委託 

を受けた「地震による斜面変動の実態把握と特徴の類型化報告書」（平成 24 年 3 月）社団法人 日本地

すべり学会の成果も一部活用させていただいていることを記します。 
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2.1 衛星写真や航空写真、航空 LP 測量による広域調査（分布、規模、形状）  
2011 年（平成 23 年）3月 11 日に三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の地震が発生した。東北地方から

関東地方の太平洋沿岸では津波による大きな被害が発生し，宮城県栗原市で震度 7，宮城県，福島県，茨城県，

栃木県で震度 6強など，東北地方から関東地方に至る広範囲で強い揺れを観測した。 

この地震後に実施された人工衛星や航空機による写真撮影およびレーザープロファイラ等の調査概要をと

りまとめた。 

 

2.1.1 実施された調査 

2.1.1.1 人工衛星 

(1) だいち 

国土交通省国土技術政策総合研究所(以下，国総研)

が斜面崩壊，地すべり，河道閉塞等の地震による大規模

な土砂災害の発生状況について確認するために崩壊地

判読を実施した 1)。 

判読範囲は，気象庁発表の推計震度分布図から地震時

に斜面崩壊等の土砂災害は発生する可能性が高いとさ

れている震度 5強以上の地域と設定した。 

このときに使用されたのが、独立行政法人 宇宙航空

研究開発機構（JAXA）から提供を受けた ALOS（だいち）

の AVNIR-2/PRISM画像と Google社の Google Earth用の

コンテンツとして公開された GeoEye-1 や WorldView-1

等の光学衛星画像である。 

 

 
図 1.1.1 だいちの撮影範囲と震度 5強 

以上の地域，判読対象地域 1) 

 

(2) TerraSAR-X 

株式会社パスコが地震発生の 2 日後の 3 月 13

日から 3 月 15 日にかけてシーンサイズ 30km×

50km，地上分解能 3m の StripMap モードを使って

SAR 画像を撮影したa。 

 
図 1.1.2 TerraSAR-X の撮影範囲 2) 

（2011 年 3 月 13 日～3月 15 日間） 

 

2.1.1.2 航空機による写真撮影 

国土地理院が「2011 年(平成 23 年)東日本大震

災に関する情報提供」として，被災地の空中写真

を公開しているb。空中写真は，2011 年 3月 12 日

                             
a 株式会社パスコＨＰ. 

http://www.pasco.co.jp/disaster_info/110311/ 
b 国土地理院ＨＰ. 
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html#namelink2 
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～13 日，3 月 19 日，3 月 27 日，4 月 1 日，4 月 5 日に

撮影されている。撮影範囲は青森県から茨城県に至る主

に沿岸部である。 

 
図 1.1.3 2011 年 3月 12 日～13 日撮影範囲 b) 

 

 
図 1.1.4 2011 年 3月 19 日撮影範囲 b) 

 

 
図 1.1.5 2011 年 3月 27 日撮影範囲 b) 

 

 
図 1.1.6 2011 年 4月 1日撮影範囲 b) 

 
図 1.1.7 2011 年 4月 5日撮影範囲 b) 

 

2.1.1.3 ヘリコプターによる写真撮影 

国総研が地震発生翌日の 3月 12日と 3月 14日

にヘリ調査を実施した。 

3 月 12 日の調査cでは，平成 20年の岩手・宮城

内陸地震で発生した15の河道閉塞箇所について，

その安全度において変化は認められないこと，湯

浜地区の既存崩壊地において表層の崩落が認め

られたが特段対応を要するものではないこと，周

辺地域で規模の大きな崩壊等は見当たらなかっ

たことを報告している。 

 

                             
c 2011 年 3月 12 日東北太平洋沖地震宮城県周辺ヘリ調査. 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h23tohoku/index.htm
l?id=201110041719222968&now=/lab/bbg/saigai/index.html&re
f=/lab/bcg/saigai.html 
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図 1.1.8 ヘリ飛行ルート図 5) 

 

3 月 14 日の調査dでは，白河市葉ノ木平地区で土塊の

流動化による被災状況や須賀川市藤沼貯水池からの湖

水流出による下流集落への被害状況が撮影されている。 

 

 
写真 1.1.1 荒砥沢ダムと背後の地すべり地 

（2011 年 3 月 12 日撮影） 

 

                             
d 2011 年 3月 14 日東北太平洋沖地震栃木県・福島県ヘリ調査. 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h23tohoku/index.html?id=20
1110041719222968&now=/lab/bbg/saigai/index.html&ref=/lab/bcg/sai
gai.html 

 
写真 1.1.2 白河市葉ノ木平地区の土砂流動化状

況（2011 年 3月 4日撮影） 

 

 
写真 1.1.3 須賀川市藤沼貯水池からの湖水流出

による下流集落の被災状況 

（2011 年 3 月 4 日撮影） 

 

2.1.1.4 レーザープロファイラ 

朝日航洋株式会社が福島県いわき市において 4

月 11 日の地震によって形成されたものと考えら

れる地表地震断層の地形形状を調査するために

航空レーザ計測を実施した。 

使用機体：回転翼（ヘリコプター） 

飛行高度：対地 750m 

レーザ照射密度：7.3 点／㎡ 

 

 
図 1.1.9 航空レーザ計測範囲（宮城県内） 
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アジア航測株式会社が宮城県内と岩手県内において

堆積物の堆積量算出や河川堤防評価等のデータ取得の

ために航空レーザ計測を実施したe。 

 

 
図 1.1.10 航空レーザ計測範囲（宮城県内） 

 

                             
e アジア航測株式会社ＨＰ. 

http://www.ajiko.co.jp/bousai/touhoku2011/touhoku.htm 

 
図 1.1.11 航空レーザ計測範囲（岩手県内） 

 

2.1.2 広域被災の概要 

国総研が衛星画像を用いて行った震度5強以上

とされた地域が概ね含まれるエリア（図 1.1.12） 

 
図 1.1.12 推計震度分布図f 

                             
f気象庁 HP 
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を対象に崩壊地判読を実施している。 

 

 
図 1.1.13 崩壊地判読結果 1) 

 

この結果では，地すべり地や小規模な崩壊地は認めら

れたものの，河道閉塞を形成するような大規模な崩壊地

は認められなかったことが報告されている 1)。 

 

 

【引用文献】 

1)水野正樹・佐藤匠・林真一郎・西真佐人・桂真也・

中川和男(2011)：東日本大震災強震地域の光学衛星

画像による崩壊地調査.第 55 回宇宙科学技術連合

講演会講演集. 

 

                                                  

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2011_03_11_tohoku/20110311144

6_smap_ks.png 
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2.2 現地調査による実態把握 

2.2.1 岩手県内の土砂災害発生状況と分析 

2.2.1.1  はじめに 

東日本大震災に伴う本震・余震を含め数多くの地震は日本列島に大きな爪痕を残した。岩手県は本震に端をな

した津波の被害を直接受け，甚大な犠牲者を出した(1)。しかし，東日本大震災が岩手県にもたらした被害は，

津波による人的被害だけではない。岩手県内では，3月 11 日の本震と 4月 7日の大きな余震の揺れに伴う斜面崩

壊や，津波による防潮林の流出，砂防・治山施設の損壊など合計 135 箇所の発生が確認されている（写真-2.1.1，

写真-2.1.2）。今後の二次災害の発生も危惧され，保全対象は河川，道路，鉄道，人家など多岐に渡っている。

ここではその中から東日本大震災による自然斜面における崩壊を対象として，災害の実態を明らかにし，今後の

対策に結びつけることを課題としている。岩手県内における地震による斜面崩壊箇所の分析をすすめるにあたり，

防災行政機関によるデータを収集し，現地調査を行った。その結果，40箇所の新規の斜面崩壊を抽出した（図

-2.1.1）。これら 40箇所の斜面崩壊を対象にいくつかの項目について分析を行ったので紹介する。 

 

写真-2.1.1 一関市東山町で本震（3 月 11 日）により発生した斜面崩壊、今後も拡大崩壊の危険性が高く人家へ

の影響が懸念される（一関市東山町松川三室平 2011 年 9 月 26 日撮影） 

 

写真-2.1.2 地すべり性崩壊発生直後（岩手県砂防災害課提供 2011 年 3 月 12 日撮影） 
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図-2.1.1 岩手県内における地震により生じた斜面変動分布 

2.2.1.2  地震の概要 

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃，宮城県牡鹿半島の東南東沖 130 ㎞，深さ 24 ㎞を震源として発生した東日本

大震災は，最大震度 7（宮城県栗原市），マグニチュード（Mw）9.0 を記録した（日本における観測史上最大の

規模）。発生機構は西北西―東南東方向に圧縮軸を持つ逆断層型である（２）。この地震により，津波をはじめと

した人的被害や斜面崩壊，停電，断水，物資の停滞による長期のライフラインの寸断など，今までに前例のない

広域的かつ激甚な被害となった。なお，この地震において岩手県で観測された最大震度は岩手県沿岸南部，岩手

県内陸北部，岩手県内陸南部の 6 弱である。  

さら同年 4 月 7 日午後 23 時 32 分頃，宮城県牡鹿半島の東約 40 ㎞，深さ 66 ㎞を震源として発生した東日本

大震災後の余震は，最大震度 6 強（宮城県栗原市ほか），マグニチュード（Mw）7.1 を記録した。岩手県内にお

いて観測された最大震度は岩手県沿岸南部，岩手県内陸南部の 6 弱で，大きな津波は観測されなかった。東日本

大震災の本震と比較すると，震源が陸側に近いことが特徴である。 

2.2.1.3 調査手法 

岩手県内における地震による斜面崩壊発生個所の分析を進めるにあたり，防災行政機関から情報の収集を行っ

た。岩手県農林水産部森林保全課及び県土整備部砂防災害課から提供して頂いた災害の発生に関するデータと写

真，及び地形図を基にその分布状況及び崩壊発生に関係した項目の分析を進めた。また，特に人家に近い崩壊地

を中心に現地確認をした。なお，行政機関以外からも奥山ボーリング（株）から 2カ所の斜面崩壊箇所データを

提供して頂いた。 

その結果，岩手県内においては 40 箇所の新規の斜面崩壊発生箇所を抽出することができた。なお，ここでは

砂防・治山施設災害箇所をのぞく自然斜面の崩壊を対象としている。 

 斜面崩壊箇所の分析は，まず，その発生状況の概要を把握した上で，崩壊の発生に影響を与え得る要因の中か

ら，特に影響の大きいとされる地震動，地形，地質，水文の大きな 4 つの項目に大別し（３），その中にさらに

細かい項目をいくつか取り上げ分析した（表-2.1.1）。なお，本資料で述べる 40 箇所の崩壊地の分析では，主に

表-2.1.1 に示したうち，特に関係の深かったものを取り上げる。 
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表-2.1.1 斜面変動箇所における分析項目（太字は今回記載しているもの） 

項 目 内   容   

概 要 分布、崩壊形態、被災対象、市町村別の崩壊箇所数・崩壊発生日、崩壊箇所の規模、 

  見た目の危険性             

地震動 震度、加速度 
      

（本震、余

震）         

地 形 
斜面勾配、斜面形、起伏、斜面の向き、谷密度、末端の状況、地すべり地

形、 
  

  活断層からの距離、遷急線の有無         

地 質 
地質年代、岩質、構造（受け盤、流れ盤など）、初生

地形 
      

                  

水 文 地下水、先行降雨、融雪期 
     

                  

 

2.2.1.4  調査結果 

岩手県内における 40 箇所の新規の斜面崩壊の概要及びその分析を行った結果について述べる。 

2.2.1.4.1  分布 

岩手県内では斜面崩壊発生箇所の分布は県南の一関市と藤沢町，県北の二戸市と一戸町に偏っている（図

-2.1.1）。3 月 11 日の本震では震度 6 弱が岩手県沿岸南部，岩手県内陸北部，岩手県内陸南部で広範囲に観測さ

れ，同じく 4月 7日の余震でも岩手県沿岸南部，岩手県内陸南部で広範囲に観測されているが(2)，図-2.1.1 に示

すように斜面崩壊箇所の分布域には偏りがみられる。これは地形，地質など多くの要因と関係があると考えられ

る（４）。なお，本震及び余震では，宮城県仙台市など盛土した宅地造成地盤が地震の影響で変状を受け，家屋

が被災するケースが多く見られたが，同様の被害は岩手県においてもいくつか確認されている。このうち本震及

び余震の影響により，岩手県内では二戸市杉の沢石切所（写真-2.1.2），一関市舘ニュータウン，一関市舞川小学

校の 3 箇所において，現地において宅地盛土斜面で崩壊が発生していることを確認した (5)。これらの人工地盤

における災害については別途，とりまとめて報告する予定である。 

2.2.1.4.2  市町村別の崩壊箇所数及び崩壊発生日  

 市町村別の崩壊箇所数は，一関市と藤沢町など県南で 25 箇所，二戸市と一戸町の県北で 8 箇所となっており，

県南と県北に偏って分布している（なお藤沢町は 2011 年 9 月 26 日 に一関市に編入された）。対照的に，4 月 7

日の余震による崩壊はそのほとんどが一関市と藤沢町で発生している（図-2.1.2）。これは余震は岩手県北部では

震度 6 弱以上の強い地震動が観測されなかったことに関係している (2)。なお，別途，聞き取り調査を行い，一

関市の住民に地震の際に感じた揺れの強さや怖さを聞いたが，2008 年 6 月 14 日の岩手・宮城内陸地震や本震よ

りも強かった，あるいは怖かったとの回答が多かった。 
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図-2.1.2 市町村別の崩壊箇所数及び崩壊発生日（n=40） 

2.2.1.4.3 規模 

地震によって発生した斜面崩壊の規模は全体として小さく，0.01～0.02ha の小規模崩壊が過半数を占める（図

-2.1.3）。最も大きい崩壊でもその規模は 1.0ha であった。これは以下に述べるように，多くが小規模な表層崩壊

によるものが多いことに関係している。過去の岩手・宮城内陸地震では大規模崩壊や地すべりが多く発生した事

例とは対照的である。 

 

図-2.1.3 地震によって発生した斜面崩壊箇所の規模（n=40） 

2.2.1.4.4 斜面崩壊の形態 

 対象とした 40 箇所の崩壊地を現地調査及び写真より判読したところ，約 6 割が表層崩壊，約 3 割が岩盤崩壊

であり，この 2 つの現象が主たる形態であった（図-2.1.4）。他は表層崩壊と岩盤崩壊の中間形態を示すもの，落

石などであり，狭義の地すべり移動は無く，地すべり性崩壊が 1 件であった。 
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     図-2.1.4 地震によって発生した斜面崩壊箇所の形態の割合（n=40） 

2.2.1.4.5 崩壊箇所の傾斜 

 崩壊箇所の約 5 割が 30～39°の傾斜で発生し，また約 4 割が 40～49°の斜面で発生している（図-2.1.5）。一

般的に斜面での崩壊が発生しやすい傾斜は 30～50°とされていることから（５），これに合致する結果となった。

50°以上の傾斜がある場所では，もともと風化土層が浸食されやすく，崩壊する可能性の高い物質が少ないから

であると考えられる。 

 

図-2.1.5 地震によって発生した斜面崩壊箇所の勾配（n=40） 

2.2.1.4.6 崩壊地の遷急線の有無 

 遷急線とは，斜面上方の勾配より，川側の斜面の勾配が急になる点を結んだ線である。遷急線は浸食前線とも

呼ばれ，これからまさに浸食（崩壊）するところであり，遷急線より上部斜面は緩傾斜で風化層が厚く下部斜面

は急勾配で表層は薄いのが特徴である。今回，その遷急線の有無を現地調査及び写真から判読した。その結果，

「非常に明瞭」あるいは「明瞭」という遷急線の存在を確認できる崩壊箇所が約 5 割にも上った（図-2.1.6）。今

回の地震による斜面崩壊の発生には，遷急線に関係性があるものが多いと言える。 
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  図-2.1.6 地震によって発生した斜面崩壊箇所の遷急線の有無の割合（n=40） 

2.2.4.1.７ 震度（本震） 

 震度は崩壊地を 25000 の 1 の地形図などで調べ，気象庁の示す震度分布図と照らし合わせ，最も適切であろう

震度を判読した（図-2.1.7）。また，震度は本震で崩壊した全 23 箇所を対象としている。崩壊地における本震時

の震度は，過半数が「6 弱」を記録している。これは崩壊地の多くが震源近くの一関市や藤沢町で発生したこと

に関係している。また，震度「5 弱」，震度「4」は県北の二戸市と一戸町で観測されたものである。 

 

 

図-2.1.7 地震によって発生した斜面崩壊箇所の震度（本震）（n=23） 

2.2.1.4.8 震度（余震） 

 余震時の震度も対象 17 箇所分の結果を示す（図-2.1.8）。なお震度「6 弱」が 5 割を占めているのは本震時と

あまり変わらないが，余震時には震度「5 強」を観測した場所も多くみられる。（１）。なお，岩手県沿岸南部及

び岩手県内陸南部では今回の余震と本震の震度階は同じ地点が多かった。また，図示しなかったが，崩壊の約 7

割が平行斜面で，1/4 が尾根型斜面での崩壊であった。一方，これらとは対照的に谷部での崩壊はほとんど見ら
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れなかった。これは一般的に地震で発生する崩壊の特徴と類似している。崩壊地の地質年代では全体的にみると

約 4 割が「新第三紀中新世」，3 割が「中生代白亜紀前期」となりこの 2 つの地質での崩壊が顕著であった。今

回発生した斜面崩壊は前者の地質は二戸市や一戸町，一関市の西側の地域に多く分布し，後者は一関市の東側，

藤沢町に多く分布している地質である。「中生代白亜紀前期」の母岩そのものは硬質であるが，今回発生した斜

面崩壊は表層が風化しそれが崩壊したと考えられる。なお，一関市の西側の地域では固結度が弱く密度の低い堆

積物の上位に，硬質で比較的高密度の火山岩類が分布するキャップロック構造を有している崩壊地が多かった。 

 

図-2.1.8 地震によって発生した斜面崩壊箇所の震度（余震）（n=17） 

2.2.1.5  まとめ 

東日本大震災による岩手県内での斜面崩壊箇所の分析をすすめるにあたり，防災行政機関によるデータを収集

し，現地調査を行った。その結果，40箇所の新規の斜面崩壊を抽出することができた。地震によって発生した斜

面崩壊の分布が県南と県北に偏っているのが最大の特徴である。本データについて，地震と崩壊に関係する様々

な項目に関して検討を行った結果，遷急線など地形と地質に関係深いことがわかった。今後は，2008 年 6月 14

日の岩手・宮城内陸地震を含んだ国内外の既往の地震も含めて，これまでに地震によって発生した斜面崩壊の事

例を運動タイプ別に地形・地質・地震動(震度・加速度・速度・周期や継続時間等)・降水条件などの発生要因を

統計的に解析し，それらの斜面変動発生への寄与のしかたやその度合いについて評価していきたい。  

 本調査の実施にあたり，さまざまなご指導・ご助言および資料提供などを頂いた岩手県農林水産部森林保全課，

同県土整備部砂防災害課ならびに奥山ボーリング（株）各位に対し，心から感謝の意を表します。また，研究を

進めるにあたり一関市建設部一戸欣也部長から貴重な資料をいただいた。さらに，(社)日本地すべり学会東北支

部，同関東支部，同新潟支部，研究メンバー所属大学の学生・院生の諸氏には記して感謝申し上げます． 
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２.２.２  宮城県内の土砂災害発生状況 

 

 

 

2.2.2.1 調査方法 

2011 年東北地方太平洋沖地震では、発災後、宮城県

内全域をカバーする空中写真・衛星画像等が得られな

かったため、以下のように土砂災害発生箇所を把握し

た。ここで用いているデータは、主として国土技術政

策総合研究所研究委託業務｢地震による斜面変動の発

生実態と特徴の類型化｣成果報告書（（社）日本地すべ

り学会, 2012）に基づいている。 

地震後、主に 3月～4月に行われた 1) 宮城県防災砂

防課による土石流危険渓流・急傾斜地崩壊危険個所・

地すべり危険個所の点検結果、2) 同県森林整備課によ

る災害発生箇所点検結果から、宮城県内の土砂災害箇

所の把握を行った。また、3) 林野庁東北森林管理局に

よる所管地域の山地災害箇所調査結果、及び、震源に

最も近く震度 6 強の範囲が広がる宮城県東部の石巻東

部・牡鹿半島地域における 4) 宮城東部土木事務所所

管の道路沿いの斜面崩壊箇所について、データを入手

した。また、5) 丘陵地の造成宅地で多数の被害が発生

した仙台市について、仙台市都市整備局の調査資料を

入手した。これらに、筆者らの現地調査結果を加えて

土砂災害発生箇所を整理した。 

その結果から、6) 斜面災害が集中している地域につ

いて、斜面災害発生場や斜面運動の特徴, 地震動との

関係について検討した。 

 

2.2.2.2 土砂災害発生状況 

 1)の点検結果では、斜面の崩壊・落石やキレツ発生

等の報告が 348 箇所と最も多く、地すべり危険個所で

は 1 箇所で地すべり地塊中の変動、6 箇所で部分的変

状が見られた。また、67 箇所の土石流危険渓流で、土

石流の発生は報告されていないが、点検個票の確認か

ら少なくとも 17 渓流で新規崩壊が認められた。2), 3)

の結果では、64 箇所の崩壊と 2箇所のキレツ発生が見

られた。1), 2)による発生箇所の分布は、県内全域に

わたっているが、震源に近いほど多いわけではなく、

先第三系の硬質岩からなる北上山地よりも、主に新第

三系からなる奥羽山脈とその東側の丘陵地及び松島湾

周辺に多い。4)では、道路沿いの多くは法面崩壊や斜

面防災施設の被害で、自然斜面での崩壊・地すべりは

少ない。この中で、地すべり地形の分布(1/50000 地す

べり地形分布図 石巻)がほとんど無い牡鹿半島で、3

月 11日または4月 7日の余震で2箇所の風化岩地すべ

りが発生したのが注目される。また、津波が侵入した

ことによる崩壊や斜面侵食・土石流発生被害は非常に

少ない。 

 5)では、海抜 200m 程度以下の新第三系・第四系丘陵

を盛土造成した斜面宅地で、少なくとも 65 地区約

4,100 軒の宅地(仙台市, 2011)で住宅・宅盤や擁壁な

どに主に本震による地表変動で被害が生じた。このう

ち被害の甚大な 15 地区で仙台市により被害状況調査

や地質調査・監視及び対策の検討が進められた。  

 また、6)の対象としたのは、崩壊が集中し今後の人

家・道路・農地等への被害危険性が高い松島湾周辺地

区、仙台市の丘陵宅地で被害が大きい太白区緑ヶ丘 4

丁目、同青山 2 丁目、泉区南光台 4 丁目である。これ

らは 2-2-5 で述べる。 

 

2.2.2.3 斜面変動特性と分布の特徴 

以上のデータから，宮城県内の斜面変動発生箇所（本

震と余震の区別はできていない）516 箇所を認めた(図

-2-1)（（社）日本地すべり学会, 2012）。内訳は，地す

べり19箇所, 崩壊259箇所, 土石流危険渓流での崩壊

17 箇所,  変状 204 箇所，人工斜面（丘陵造成宅地）

22 箇所，土石流 1箇所が確認された。このように、宮

城県内で発生した斜面変動は大半が崩壊であった。森

林整備課による県内 61 箇所については崩壊面積のデ

ータがあり，すべて 1ha 未満で最大 0.56ha, 平均

0.14ha であった（図-2-2）。 
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2.2.2.4 斜面変動分布の地形・地質面での特徴 

 図-2-1 からは，おおまかには県内の斜面変動発生域

は，震源に近い牡鹿半島から南三陸町，石巻周辺およ

び松島湾周辺に多く見られる。震源に近い沿岸部で先

第三系の砂岩・粘板岩・礫岩および石灰岩からなる北

上山地南部隆起帯，あるいは中新世～鮮新世の厚い堆

積岩で構成される仙北丘陵東部において崩壊が多発し

ている。一方，県南の沿岸部に位置し，先第三系砂岩・

粘板岩（時代未詳）と花崗岩類で構成される阿武隈山

地北部隆起帯では極めて少ない。 

石巻市街地周辺地域は，先第三系硬質岩からなる小

起伏山地が北上川沿いの沖積平野に面している所に崩

壊が多い。5 章で述べる松島湾周辺地域と同様に，石

巻平野では内陸まで浜堤列が広がっていること(松

本,1991：図-2-3)から，石巻市牧山・渡波など縄文海

進時に海岸侵食を受けた急斜面が多くなっていて，そ

こが崩壊しているケースが多い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2-2 宮城県内の崩壊(森林整備課報告分)の

面積頻度分布 

図-2-1 宮城県内の斜面変動分布（背景は Google earth） 
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2.2.2.5 斜面変動集中地域における特徴 

2.2.2.5.1 松島湾周辺地域の斜面崩壊 

 松島湾は仙台市の北東約 20km に位置している（図

-2-4）。この周辺では，松島町から東松島市の鳴瀬川河

口周辺にかけて拡がる丘陵地や湾内の島嶼部の丘陵地

で数多くの崩壊が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崩壊が多発しているのは約 10km 四方の範囲であり，今

回の地震（本震，最大余震（4 月 7 日）のいずれで発

生したかは特定できず）で発生したとみられる 76 箇所

の斜面変動を確認した(図-2-5,写真-2-1～2-3)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2-3  石巻平野臨海部の地形（松本, 1991） 

仙台 

松 島 周

辺 

10

km 
図-2-4 本節で述べる斜面変動集中域の位置 
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図-2-5 松島湾周辺の地質と崩壊箇所分布(黒丸) 

        （松島層：桃色系 大塚層：緑色系） 

 

大塚層 

大塚層 松島層 

松島層 

写真-2-1 大塚層・シルト岩部層の露頭（右写真は左写真の斜面上部の拡大）     

 

写真-2-2 大塚層・シルト岩部層の海食崖における割れ目間隔に規制された崩壊 

 （左：著しく破砕された崩積土 中：径数十 cmの崩壊岩塊  右：巨大崩壊岩）     
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松島湾周辺地域は，侵食されやすい新第三紀中新世

の大塚層・松島層堆積岩(凝灰岩に富み，軟質岩)が分

布しており，多数の節理・層理・断層を伴っている。

このため風化剥離，海食によって急崖を作り易く，島

嶼部さらには沿岸近くの内陸部でも海進時に形成され

た海食崖がみられる(写真-2-1, 2-2)。また松島湾周辺

の発達する丘陵地は概ね 100ｍ以内の標高しかなく開

析が進んでいる。 

塩釜市内の寒風沢島・野ノ島・宮戸島や松島町手樽・

大塚地区, 東松島市野蒜や小野地区では，急斜面(ほと

んどが海食崖に相当)下に古くからの集落が立地し，ま

た新たな住宅地となっている箇所もあり，今回の地震

により崩壊土砂が人家を破壊したり農地を埋没させる

被害がみられる。被災から 9 カ月たった時点でも，応

急対策もなされていないところも多く，崩壊地だけで

なくその周辺斜面には崩壊に至らないまでもキレツや

はらみ出しが生じている斜面もみられる。この地域に

は，津波による甚大な被災を受けて避難生活を送って

いる住民もおり，復旧・復興において早急な危険斜面

調査・監視が必要である。 

斜面崩壊の運動タイプは岩屑崩落、岩盤崩壊のタイ

プが多い（図-2-6）。また、層理面をすべり面とする岩

盤すべりも認められた。また，崩壊発生場の斜面特徴

を把握する為に，崩壊が起こったのが斜面の山腹

（frank）か，尾根(crest)かに分け，さらに山腹にお

ける斜面の横断形が凸型（convex），凹型(concave)，

直線斜面(straight，以下 st)かに分け，全部で 5 種類

に分類した（図-2-7）。 

 

 

 

 

 

 

写真-2-3 寒風沢島での津波（写真左から）とがけ崩れ

による人家破壊 
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図-2-6 運動タイプ別発生箇所数 

rf：岩崩落 rcl:岩盤崩壊 rsl：岩盤すべり 

wrf：風化岩崩落 wrcl：風化岩崩壊 wrsl：風化岩すべり 

df：土石流 

図-2-7 斜面形状の分布 

crest：尾根 crest-flank：尾根～山腹上部  

frank-concave：凹型山腹斜面 flank-conv：凸型山腹斜面 

 flank-st：直線山腹斜面 
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その結果，発生源はほとんどが現在または過去の海

食崖からなる比高 10－30m 前後の急斜面で，山腹の直

線斜面（frank-st）が圧倒的に多く，次いで尾根また

は尾根斜面から山腹直線斜面の境界部（凸状斜面）に

認められ，凹型斜面にはほとんど発生していない。 

また、斜面崩壊範囲の大きさは、３章で述べた崩壊

と同程度である、崩壊が多いのは、大塚層のシルト岩

主体で層理・節理面や亀裂の発達が著しい所である。

同じくこの地域に多い塊状の軽石凝灰岩類（松島層）

では斜面崩壊は少ないが、これを石材として切り出し

たり、洞穴を人為的に拡大・利用していた場所では、

それが潰れる被害が各所で出ている。塊状のため節理

が発達しにくく、大きな岩塊で崩壊を起こす。このた

め、長い揺れでシルト岩に比べ崩壊範囲が拡大するこ

とはなく崩壊地規は小さい。 

一方、崩壊地の発生斜面の方向は N, NE, W, NW に多

い（図-2-8）なお，この斜面方位ごとの崩壊発生密度

は，方位ごとの発生数を，この地域の斜面方位ごとの

分布面積で割ったものであり，この地域の斜面方位分

布の偏りの影響を取り除いている（（社）日本地すべり

学会, 2012）。この地域の幾つかの灯篭や石仏の飛躍方

向や落石の方向からは強い地震力がNEからE方向から

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

N NE E SE S SW W NW

出
現
回
数

図-2-8 崩壊地の斜面方位別発生密度(箇所/km2) 

箇所/km2 

写真-2-4 東松島市牛綱の石灯篭の転倒 （矢印は

転倒方向 S40W） 
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働いたと推定される（写真-2-4）。 

全体にはヤセ尾根や途中に遷急線を持つ海食起源の

岩盤からなる急斜面で崩壊が集中している。これは、

降雨で凹状斜面に崩壊が多い点と異なる特徴である。

凸状の地形が強く震動する地形効果による地震動の増

幅も原因の可能性がある。また，1978 年宮城県沖地震 

でも、今回と同様の海岸周辺の急斜面で崩壊が発生し

た（東北大学地質古生物学教室, 1979）。 

 

2.2.2.5.2 仙台市の丘陵造成宅地での斜面変状 

 丘陵宅地の盛土部での斜面変状は、1978 年宮城県沖

地震でも多数報告され、今回対象とした太白区緑ヶ丘

4 丁目、青山 2 丁目では、ほぼ当時と同じような位置

に大きな開口キレツが発生した。近接する緑ヶ丘 3

丁目では、当時発生した地すべりブロックで、移動

量は小さいものの地すべり発生後施工された抑止杭

の杭頭変位と斜面変状が現れた。これら、3 地区で

は常時湧水が見られ、本震発生時にも地下水位が高

かったと推定される。これらの斜面変状発生箇所は

盛土範囲内にあり、平均傾斜 7-10°程度の斜面に階

段状に宅地が造成され、各宅盤間は高さ 1.5-3ｍ程

度の練石積またはブロック積み擁壁となっている。     

青山 2丁目では、幅 20m, 長さ 40m(平均傾斜 10°) 

 

のゆるい尾根状斜面が 3m 斜面傾斜（北東）方向に地す

べりを生じ住宅 3棟が全半壊した(写真-2-5)。 

 この背後には、NW-SE 方向に断続して盛土部の宅地

や道路にキレツ・段差が生じた(図-2-9)。一方、緑ヶ

丘 4 丁目でも NW-SE 方向にのびる斜面と東向き斜面の

盛土部に斜面変状が生じた(図-2-9)。これらの箇所で

断続する開口キレツや大きな段差を頭部, 隆起を末端

部とみなして変動範囲と方向を調べると、全体として

北東方向に動いているが、1～数軒の宅盤単位で変動が

生じ、その方向も一定していないと考えられた。青山

2 丁目では、地すべり背後の宅盤にある歪計で 4/7 余

震後に変動が見られない（仙台市・復建技術コンサル

写真-2-5 青山 2丁目の盛土宅地のすべり 

図-2-9 青山 2丁目（上）、緑ヶ丘 4 丁目（下）の斜面変状 
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タント（株）,2011）のに、その背後の宅盤ではキレツ

が拡大したことからも、両地区の変動範囲は，動きの

異なるいくつかの斜面変動範囲の集合体と言える。ま

た、南光台 2丁目で幅 40m、長さ 30m の範囲が 1.4m 移

動した箇所では、その範囲の両側部に断続するせん断

キレツは認められない。また、どの地区でも多くの宅

盤で沈下が現れた。これらのことから、宅地斜面変状

は、長時間の強い揺れで、凝灰質砂質盛土が沈下した

り、小ブロック単位で同一方向でなく塑性変形で移動

したものの集合体であり、やや急な斜面で変位が大き

い場合に地すべりになったと推定される。 

 一方、これら箇所でのキレツ幅・高さの経時変動と

降雨・余震回数の推移の関係からは、余震回数の減少 

に伴い変動は 8 月下旬までに収まり、9/23-24 の連続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に伴い変動は 8 月下旬までに収まり、9/23-24 の連続 

降雨にはほとんど変位がみられない。 

2.2.2.6 まとめと今後の検討 

 全体に震度 6 弱以上が広範囲で、本県での東北地方

太平洋沖地震による土砂災害の発生は全域に及んだが、

相対的に軟岩（新第三紀以降）からなる地域で発生が

多かった。亀裂の発達した層状岩盤からなる急斜面と

くに新旧の海食崖の発達する松島湾周辺で岩盤崩壊が

多く発生した。また造成盛土宅地の斜面変状では、長

い強震動で移動方向の異なるいくつかの小ブロックで

の沈下や塑性変形やすべりが生じた。しかし、降雨に

よる変状継続の可能性は低いと推定される。今後、地

震動の強さ・周期・方向や揺れの長かったことによる

その累積的効果と崩壊や地すべり発生の関係検討が必

要である。 
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2.2.3 茨城県の土砂災害の実態 

2.2.3.1 茨城県の土砂災害 

 茨城県下では震度６強～６弱が観測され、20数

箇所で土砂災害が発生した。（図-2.3.１参照） 

茨城県下の主な土砂災害の実態として次の３

事例を紹介する。 
・ 県道 249 号山方水府線の地すべり 
・ 棚谷地区の地すべり 
・ 小野地区の崩壊性地すべり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3.1 茨城県の土砂災害位置（基図は google map

を使用） 

2.2.3.2 茨城県の主な災害事例 

2.2.3.2.1 県道 249 号山方水府線 

（１）被災概要 

 茨城県道 249 号山方水府線は、常陸大宮市と常

陸太田市を結ぶ一般県道である。地震によって、

盛土からなる道路が、延長約 50m に渡ってブロッ

ク積み擁壁、ガードレール、水路工と共に被災し、

県道は通行不能となった (写真-2.3.1)。 

写真-2.3.１ 被災箇所全景写真（H23.4.4 撮影） 

（２）地形・地質 

被災地は久慈川山地のほぼ中央部に位置し、斜

面下方には久慈川の支流である諸沢川が東から

西へと流下している。被災箇所周辺には地すべり

防止区域があり、流れ盤（北東斜面）構造の地す

べり地形が発達している。地質は第三紀中新世の

砂岩、磯岩、シルト岩によって構成されている。 

（３）地表踏査、ボーリング調査結果 

地すべりブロックの規模は幅約 50m、長さ約

90m、厚さ約 10m、移動土塊量約 45000m3である(図

-2.3.2）。 

周辺の露頭では、概ね N30°E、30°Eの堆積構

造が認められた。 

地すべり頭部付近では、破損した路面やブロッ

ク積み擁壁が散在している。ブロック積み擁壁

は、斜面下方に引きずられる形で破損しており、

土塊が抜け落ちたスペースに落ち込むように移

動したと考えられる。ブロック内の移動土塊はバ

ラバラに分裂しており、山側、谷側に倒れこんで

いる。また、二次的な陥没帯や緩斜面が見られる。

また、複数の崖面が認められ、段階的に地すべり

が発生したと考えられる。 

調査ボーリングをブロック頭部(BV-1:Ｌ＝19

ｍ)、道路法肩部（BV-2:Ｌ＝15ｍ)、ブロック中

腹部（BV-3:Ｌ＝20ｍ)で実施した。GL-6～7m 付近

の中風化岩の下面がすべり面と推定される。 

 

図-2.3.2 平面図 

（４）機構解析 

 

道路 
幅 50ｍ、長さ 90ｍ 

地すべり 
ブロック 

図中の▲は、茨城
県河川課提供資料
によるがけ崩れ箇
所（22箇所）を示
す。 

自然斜面16箇所、
人工斜面6箇所 
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調査結果を基に、当該地すべりの機構の推定を

行った（図-2.3.3,4）。 

・被災前は、道路山側は法面、道路谷側はブロッ

ク積み擁壁が施工されている。(被災した路面に

は、亀裂を上塗りした箇所も見られたため、地震

前から緩慢な路面変状が発生していたと推定)。 

・すべり１の発生 

道路面から下方の斜面が、ある程度大きな土塊

として滑動。擁壁の下部で崖面が形成。 

・すべり２の発生 

擁壁の下部土塊が抜け落ちたことで、盛土部が

不安定化。道路山側部に亀裂が発生し、斜面下に

引きずられる形で滑動。 

・すべり３の発生 

斜面下の地すべり土塊の北西部の土塊が、斜面

下方へ滑動。末端部では河川に土砂が流出。（す

べり２、３の順序は不明） 

・すべり４の発生 

すべり２により、上方斜面が不安定化し、法肩

部に亀裂が発生、斜面下に引きずられる形で滑動。 

すべり１の土塊は、すべり３の土塊が抜け落ち

たことで分裂し、斜面下方と北西方向へ滑動した。 

・すべり５の発生 

すべり４で法肩部の土塊が崩壊したことによ

り、上方斜面が不安定化し、頭部を巻くような開

口亀裂が形成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3.3 断面図 

 

図-2.3.4 地すべり滑動順序平面図 

（５）まとめ 

被災箇所周辺は、第三紀の地質が卓越し、流れ

盤構造の地すべり地形が発達している。当該地す

べりは、強い地震により、斜面及び道路が揺さぶ

られ、段階的な滑動を伴う地質構造に規制された

地すべりと推察される。 

 

2.2.3.2.2 棚谷地区の地すべり 

（１）被災概要 

被災箇所周辺では震度 6弱が観測され、幅約 40

ｍ,長さ約 50ｍ,最大層厚約 10ｍの地すべりが発

生した（写真-2.3.3 参照）。道路上に延長約 70m

に渡って地すべり移動土塊とそれに伴う崩壊土

砂が流出した。通行中の自動車 1 台の他、ブロッ

ク積擁壁・ガードレール・路面・水路工などが巻

き込まれ破損した。 
 

写真-2.3.3 被災箇所全景写真（H23.4.5 撮影） 
 

（２）地形・地質 

地すべり発生箇所周辺の地形・地質の特徴は、

次のとおりである。 

①当該箇所は、新第三紀中新世の砂岩で、堆積構

造は北東－南西走向、南南東傾斜、被災した斜

面に対して斜交流れ盤構造である。 

②昭和 50 年代の空中写真では、当該箇所に地す

べり地形は確認されなかった。 

③防災科学技術研究所発行の地すべり地形分布

図では、広域地質図における流れ盤斜面に地す

べりが多い傾向にある。 

④地すべり危険箇所，土石流危険箇所，急傾斜地

崩壊危険箇所が分布している。 

当該箇所は、地すべり地形を呈していないもの

の、上記①～④より地すべり・崩壊等の土砂移動

がしやすい地形・地質的特徴があったと推察され

BV-3 

 

BV-2 

 

弱風化岩層 

 

崩積土層 

 

中風化岩層 

 

すべり面 

 

BV-1 

 

幅約 40m 

長さ約50m 
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る。 

（３）地表踏査結果 

地表踏査結果及び地すべり範囲を示す（図

-2.3.5参照）。 

①地すべり規模は、幅約 40ｍ,長さ約 50ｍ,最大

層厚約 10ｍ,移動土量約 20,000ｍ3である。 

②周辺の露頭では、N40°W,20°S、の堆積構造が

認められた。 

③西側の県道上方斜面では、比高差約 20m，幅約

30m，滑落崖高さ約 1m の崩壊が発生している。 

③頭部平坦面は旧耕作地で、クレバス状の亀裂・

段差が無数に存在し、頭部陥没帯を形成してい

る。 

④頭部陥没帯と滑落崖は概ね SE の傾斜方向を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3.5 調査平面図（1:1,000） 

 

（４）地質調査結果 

中風化岩層（W2）の上面ではコアが乱れており、

一部では、礫混じり粘土状の破砕されたコアが確

認された。中風化岩層（W2）との境界において、

擦痕が認められる箇所が存在した。 

各種調査結果より、すべり面深度を推定した。

作成したすべり面等高線（図-2.3.5参照）は、概

ね SE の傾斜方向を示しており、頭部陥没帯と滑

落崖の傾斜方向と調和的であるといえる。 

 

図-2.3.6 調査断面図（1:1,000） 

（５）地すべり機構 

地すべりの滑動方向と現地状況から、当該地す

べりの発生メカニズムを次のように推定した。 

1.地震直後 

末端部ブロック積擁壁の上方斜面で表層崩壊

発生。転落防止柵を巻き込みながら土塊が道路上

に流出。 

2.連続する地震動に伴い、地すべり発生 

ブロック積擁壁から標高 110m 付近までが一連

の大きな土塊として斜面下に向かって滑動した。

その際に、ブロック積擁壁が道路上に流出した転

落防止柵を巻き込みながら一連の土塊として移

動した。 

3.地すべりブロック西側末端部の小規模崩落発

生 

一連の土塊の滑動に伴い、地すべりブロックの

末端崩壊が発生。ブロック西側でさらに小規模な

土塊が流出した。これにより、山側の地すべり土

塊がさらに不安定化。道路、擁壁、ガードレール、

水路工破損。通行中の自動車が埋没。この時点で

ほぼ道路は閉塞されたものと推察される。 

4.小規模崩落後の表層崩壊発生 

土塊が抜け落ちたことにより、上方斜面が不安

定化し、節理の発達した風化岩がφ数 10cm～数 m

四方程度の岩塊に分裂し、表層崩壊に至った。崩

壊土砂が末端部崩壊土塊の上位に位置すること

から、表層崩壊が最後に発生したと推察される。 

（６）まとめ 

道路に流出した移動土塊および滑落崖，頭部陥

没帯の傾斜方向などにより道路と斜交して移動

した地すべりである。さらに、地震で発生した地

すべりの特徴として、次の3つの知見が得られた。

①地すべり性の地形的な要素を有していない当

該箇所でも地すべりが発生した。②降雨時の地す

べりのように移動土塊がマスとなって滑動した

だけではなく、地震動で揺さぶられ、滑動方向と

は異なる方向にも土砂崩落が発生した。③移動土

 すべり面等高線 
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塊は一つのマスとして滑動しているものの、地内

全体に発生したクレバス状の亀裂から、ブロック

状に分裂している。 

2.3.2.3 小野地区の崩壊性地すべり 

（１）被災概要 

対象箇所において、幅 140ｍ，高さ 30ｍ，地す

べり層厚 10ｍ，地すべり土塊約 30,000ｍ3の地す

べりが発生した。市道への土砂流出は僅かであっ

たが、路面に隆起が生じ、一時通行止めとなった。 

（２）地形・地質 

地形・地質の特徴を以下に示す。 

① 道路改築事業により、尾根の先端部を湾曲に

切土した箇所で、凸地形(尾根地形)を呈して

いた。 

② 法面は、高さ 30ｍ，法長 50ｍ，法勾配 1:1.2(約

40°)で、東向きの法面であった。 

③ 広域の地質図によれば、当地区は、新第三紀

中新世の西染層・玉川層(中部)の砂岩・シル

ト岩互層に該当する。堆積構造は南北走向，

東傾斜となり、崩壊した法面に対し流れ盤構

造となる。 

（３）地表踏査結果 

  地表踏査結果における特徴的な変状を以下に

示す。 

① 頭部には、滑落崖(H=5m，L=70m)と陥没帯(幅

10ｍ)が形成され、滑落崖の走向傾斜は

N30W70NE である。 

② 滑落崖には、NS35°Eの層理面が認められた。 

③ 地すべり地内には、逆勾配の段差地形（写真

-2.3.3 左）や開口亀裂が多く発生し、その発

生方向は NS～N30W であり、概ね滑落崖の走行

と調和する。 

④ 道路や歩道には、最大で約 40cm の隆起（写真

-2.3.3右）が発生している。 

⑤ 両サイドには小崩壊な崩壊が認められ、南小

ブロックは岩盤崩壊の形態であり、北小ブロ

ックは土砂崩壊の形態である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3.7 平面図 

 

 

 

 

 

 

 
写真-2.3.3  現地で確認した末端部の主な変状 

 

（４）崩壊機構の考察  

  調査結果より、崩壊性地すべりのメカニズムを

以下のように推察した（図-2.3.8 参照）。 

① 地震により強制的に揺さぶられたため、凸型

地形を呈していた法面末端部が、流れ盤の層

理面(NS35E)や節理面(N30W70NE)に規制され、

崩壊した（法高さ7～10ｍ程度の一次すべり）。 

② 法面末端部の崩壊による緩みや、更なる地震

動により、流れ盤の層理面(W2 と W3 の境界)

に規制され、上方法面が崩壊した（二次すべ

り）。 

③ 二次すべりの土塊が一次すべりの土塊を上方

から押し潰し、一次すべりの土塊が路面方向

へ押出されたことにより、市道に隆起が発生

した。 

④ 二次すべりの影響により、地すべりブロック

の両サイドに小規模な崩壊が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3.8 想定地質断面図 

 

（５）まとめ 

 当地区の地形・地質の特徴として、①凸地形(尾

根地形)を呈していた、②地質構造が流れ盤

(NS35E)、③高角度(60～70°)及び低角度(10～

20°)の節理面が発達していた、等があげられる。 

 このような条件の法面（斜面）では、地すべり

歩道部の舗装 40cm 隆起 

写真 1 右 

逆勾配の段差地形 

写真1左 

歩 道 部 隆
起 車 道 部 隆
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南小ブロック 
北小ブロック 
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35°E 
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59



30 

 

ブロックが一体となって滑動するのではなく、ま

ず、層理面や節理面に規制された小規模なブロッ

クで破壊が発生し、この破壊により地山バランス

の均衡が崩れ、地すべりに至ると推察される。 

 

2.2.3.3 三地区の被災状況の特徴 

 本稿で取り上げた被災３か所の共通する特徴

として、次のようなこと等が挙げられる。 

①� 地震動による揺れの過程ですべり土塊は一体

でなく、ブロックに分かれて移動していった。 

②� 尾根型斜面や異方性を持つ岩盤からなる斜面

で発生した。 

＜参考文献＞ 

1)茨城県東日本大震災におけるがけ崩れ災害報
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会研究発表会講演集 
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2.2.4 栃木県内の土砂災害 

 

2.2.4.1 地震概要 

東北地方太平洋沖地震の本震は 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃に発生した。震源は牡鹿

半島の東南東沖約 130km 付近の北緯 38°6．2”、東経 142°51.6‘で震源の深さは約 24km

であった。地震のマグニチュード（Mw）は 9.0 と最大規模であった。この地震は西北西・

東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型地震であった。地震により東日本の太平洋沿岸は巨大

な津波に襲われ甚大な被害が発生した。 

 

2.2.4.2 地震動の特徴 

 防災科学技術研究所の強震観測網 K-NET、KiK-NET で観測された最大加速度分布および最

大速度分布図を図-2.4.1 に示す。200gal 以上の強い加速度が青森県から千葉県に至る太平

洋沿岸地域に広く分布していることが分かる。また、最大速度分布については宮城県から

茨城県に至る地域で大きいことが分かる。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-2.4.1 最大加速度・最大速度分布図 （NIED,K-NET より） 
 

2.2.4.3  調査対象地域 
 平成 23 年 4 月 28～29 日に実施した現地調査の調査箇所を図-2.4.2 に示す。栃木県では
特に東部の那珂川および鬼怒川上流域の段丘および丘陵地帯に集中している。栃木県の地
質図を図-2.4.3 に示す。調査地の地質は主として新第三紀、第四紀の堆積層からなってお
り、表層部は第四紀のロームを主体とした火山砕屑物からなる。押野地区は石炭紀-ジュラ
紀の砂岩・泥岩の互層からなる。 
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    図-2.4.2 調査箇所位置図 
 

 
図-2.4.3 栃木県の地質図 

 
2.2.4.4  調査箇所 
 
2.2.4.4.1 茨城県久慈郡大子町「浅川地区」の地すべり 
 調査地は茨城県久慈郡大子町の中心市街地から北へ約 1km の田園地帯の久慈川支川の小
河川の上流部に位置する。地質は新第三紀中新世三浦層群の砂岩・泥岩の互層からなる。
地形的には小丘陵地に位置し、斜面の下部は水田で上部は比高約 30m の山林である。斜面
の勾配は約 25°であり、地震により幅約 100ｍ、斜面長約 90m にわたり地すべりが発生し
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た（写真-2.4.1）。地すべり土塊のほとんどは斜面上にとどまっており、土塊全体の移動量
は数ｍである。地すべりを起こした斜面は以前にも地すべりが発生しており、古い滑落崖
が認められた（写真-2.4.2）。地すべり部の砂岩・泥岩は風化が激しく、強度の低下と強い
震動により再活動したものと考えらえれる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2.4.1  浅川地区地すべり全体写真（下部から上部を望む） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真-2.4.2  浅川地区地すべり滑落崖（下部から上部を望む） 
    古い地すべりの滑落崖があり、その少し下部で再活動した。 
 
2.2.4.4.2 栃木県那須郡那賀川町「押野地区」の崩壊 
調査地は栃木県那須郡那賀川町の押野地区で那珂川の小支川に沿った小丘陵地帯に位置

する。地質は斜面の下部（基盤部）は石炭～ジュラ系の砂岩・泥岩の互層であり、上部（表
層部）は火山砕屑物（主としてローム）層からなる。崩壊したのは主として上部（表層部）
の火山砕屑物（主としてローム）層である。地形的には斜面の下部は緩勾配の畑地であり、
上部は山林で、比高は約 70m、斜面の勾配は約 30°である。地震により幅約 60～160m、
斜面長約 140m にわたり崩壊した。崩土は斜面下部から約 200m 流下して畑地に広く堆積
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した。崩壊した土砂は主として火山砕屑物（主としてローム）層からなり流動性に富んで
いた（写真-2.4.3,4）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
写真-2.4.3 押野地区の崩壊全景、崩土は流動化して約 200m 押し出している。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真-2.4.4 押野地区の崩壊の頭部、地質は火山砕屑物（主としてローム） 
 
2.2.4.4.3 栃木県那須烏山市「八ヶ代地区」の崩壊 
調査地は栃木県那須烏山市の八ヶ代地区で鬼怒川の小支川に沿った段丘地帯に位置する。

地質は第四紀更新世の上総層群であり、表層部は火山砕屑物（主としてローム）層からな
る。崩壊したのは主として表層部の火山砕屑物（主としてローム）層である。地形的には
斜面の下部は緩勾配の畑地であり、上部段丘上は畑地で、比高は約 30m、斜面の勾配は約
30°である。地震により幅約 70m、斜面長約 70m にわたり崩壊した。崩土は斜面下部から
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約 100m 流下して畑地に広く堆積した。崩壊した土砂は主として火山砕屑物（主としてロ
ーム）層からなり流動性に富んでいた（写真-2.4.5,6）。なお、崩壊地頭部には台地上部に
畑を造成した時に切土を盛ったと考えられる黒色の腐植土層が認められる（写真-2.4.6）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2.4.5 八ヶ代地区の崩壊地全景、 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2.4.6 八ヶ代地区の崩壊地の頭部、崖の上部は畑地で盛土部となっている。 
    （台地上部に畑を造成した時に切土を盛ったと考えられる 

黒色の腐植土層が認められる） 
 
 
2.2.4.4.4 栃木県那須烏山市「藤田地区」の崩壊 
調査地は栃木県那須烏山市の藤田地区で那珂川の支川である荒川右岸の段丘崖に位置す

る。地質は新第三紀中新世の三浦層群であり、表層部は火山砕屑物（主としてローム）層
および溶結凝灰岩からなる。崩壊したのは主として表層部の火山砕屑物（主としてローム）
層である。地形的には斜面の直下は荒川の河道であり、上部段丘上は山林で、比高は約 80m、
斜面の勾配は約 35°と急である。地震により幅約 150m、斜面長約 100m にわたり崩壊し
た。崩土は斜面直下の荒川の河道（幅約 100m）を超えてさらに約 50m 流下して水田に堆
積した。崩壊した土砂は火山砕屑物（主としてローム）層からなり流動性に富んでいた（写
真-2.4.7,8）。なお、崩壊箇所は荒川の湾曲部の攻撃斜面に当たる。 
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写真-2.4.7 藤田地区の崩壊地全景、河川の攻撃斜面、崩土は主として河道部に堆積した
が大きな被害はなかった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2.4.8 藤田地区の崩壊頭部、表層の地質は火山砕屑物（主としてローム）   
    白色の層状堆積部はパミス層 
 
2.2.4.4.5 栃木県さくら市喜連川「お丸山公園地区」の崩壊 
調査地は栃木県さくら市喜連川のお丸山公園地区で那珂川の支川である荒川左岸の段丘

崖に位置する。地質は第四紀更新世中期の火山砕屑物（主としてローム）層が厚く堆積し
た箇所である。地形的には斜面の下部は水田であり、上部段丘上は公園地・緑地で、比高
は約 60m、斜面の勾配は約 40°と急で一部は急傾斜地崩壊危険区域に指定されている。地
震により崖の上部に沿って約 600m の長さで断続的に亀裂が発生し、一部で幅約 10m、斜
面長約 70m にわたり崩壊した。崩土は斜面直下に堆積した（写真-2.4.9,-10）。地震後の台
風 15 号による豪雨の影響により、平成 23 年 9 月 22 日に幅約 60m、斜面長約 70m にわた
り崩壊が発生した（写真-2.4.11）。 
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写真-2.4.9 喜連川、お丸山公園地区の崩壊地 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真-2.4.10 喜連川、お丸山公園地区の崖上部のクラック、延々と約 600m 続いている。 
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写真-2.4.11  喜連川、お丸山公園地区における地震後の降雨による崩壊 
      （平成 23 年 9 月 22 日に台風 15 号による豪雨の影響により発生） 

斜面全体が火山砕屑物（主としてローム）層 
 
2.2.4.4.6 栃木県那須烏山市川西「神長地区」の地すべり 
調査地は栃木県那須烏山市川西の神長地区で那珂川支川江川右岸に沿った丘陵地帯に位

置する。地質は第三紀中新世の三浦層群であり、表層部は第四紀更新世の火山砕屑物（主
としてローム）層からなる。崩壊したのは主として表層部の火山砕屑物（主としてローム）
層である。地形的には斜面の下部は緩勾配の畑地・水田であり、斜面上部は丘陵部を整地
して造られた栗林である。崩壊が発生した部分の斜面およぶ谷部の比高は約 50m、斜面お
よび谷部の勾配は約 15°と緩勾配である。地震により幅約 50m、斜面長約 120m にわたり
地すべりが発生した。栗林の造成地の一部も崩壊していた。地すべり土塊は斜面下部から
約 50m 流下して住宅 3 棟に被害を与え畑地に広く堆積した。なお、この地すべりにより２
名が犠牲となった。地すべりが発生した部分の土砂は火山砕屑物（主としてローム）層か
らなり比較的流動性に富んでいた（写真-2.4.12,-13）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2.4.12 神長地区の地すべり地全景、 
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写真-2.4.13 神長地区の地すべり、右は栗の果樹園造成地、 
     谷地形部で地すべりが発生した 
 
2.2.4.5  まとめ 
 栃木県とそれに接した茨城県の一部における東北地方太平洋沖地震により発生した斜面
崩壊および地すべりについて調査した結果をまとめると次のようである。 
①斜面崩壊および地すべりは栃木県東部の那珂川および鬼怒川上流域の段丘および丘陵地
帯に集中している。これはこの付近では周辺に比べて地震による最大加速度、最大速度が
大きかったためと考えられる。また、地質が主として新第三紀、第四紀の堆積層からなっ
ており、地盤の固結度が低いことも影響していると考えられる。 
②崩壊および地すべりにより移動したのは表層部の第四紀の火山砕屑物（主としてローム）
層が主であった。またこれらの崩土は比較的流動性に富み、斜面の下部から 50m 以上遠方
まで流下する場合が多かった。崩壊および地すべりが地震により発生しており、直前に降
雨があったわけでもないので、火山砕屑物（主としてローム）自体が地震の震動により流
動化し易い性質を持っているものと考えられる。 
③崩壊および地すべりが発生した斜面は全体的には森林で覆われており自然斜面のようで
あるが、詳細に調査すると斜面の上部が人工的に盛土されていたり、逆に斜面が切土され
ている場合が多く、人工的な改変の影響も認められる。人工的な盛土や切土が今回の地震
による崩壊および地すべりの発生に関連していることも考えられる。 
 
引用文献 
 
栃木の自然を訪ねて、築地書館、1997 
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長 野 県

新 潟 県

群 馬 県

震度 4 5強 弱 6 75弱 6 強

〔震源要素〕

2011 年 3 月 12 日 3 時 59 分　新潟県中越地方　M6.6

〔情報時刻〕

2011 年 3 月 12 日 4 時 03 分

図 -2.5.1 震度分布図（気象庁  推計震度分布図に加筆） 

2.2.5 2011 年 3 月 12 日長野県北部地震による栄村・中条川上流の土砂移動実態 

 

2.2.5.1 はじめに 

2011（平成 23）年 3 月 12 日午前 3 時

59 分に，長野・新潟県境付近において，

M6.7 の地震（最大震度 6 強）が発生し

た（震央  36°59’6”N, 138°35’48”

E）。長野県下水内郡栄村で最大震度 6強，

新潟県十日町市および津南町で震度 6 弱

を観測した（図 -2.5.1）。本震の最大加速

度 は ， 図 -2.5.2 に 示 す K-NET 津 南

（NIG023, 震源から 6km）によると，

803.5gal（NS, EW, UD の 3 成分合成値）

であった。震源は，十日町断層帯西部の

南端に位置する宮野原断層であると考え

られている（松多ほか， 2011）。同日午

前 4 時 31 分と 5 時 42 分に震度 6 弱，午

後 11 時 34 分に震度 5 弱，その他，同日

に震度 4 が 14 回観測されている。この地震により，長野県栄村，新潟県津南町，十日町

市周辺で 23 件の土砂災害が発生した。土砂災害の内訳は，土石流等 6 件，地すべり 12 件，

がけ崩れ 3 件， 雪崩 2 件と報告されている (国土交通省砂防部，12 月 14 日時点 )。ここで

は大規模な崩壊と土石流の発生した，長野県栄村の中条川上流の土砂災害について報告す

る。  

 

2.2.5.2 崩壊と土砂流出の概要と地形・地質 

 地震によって発生した崩壊地と土砂の堆積の状況を図 -2.5.3 に示す。東入沢川（千曲川

水系中条川支流）下流の写真 -2.5.1 に示す左岸斜面の 2 箇所で崩壊（上流側：幅 180m, 長

さ 300m，下流側：幅 220m, 長さ 350m）が発生し，移動土塊が直下の東入沢川河床に堆

積した。地震発生時には 2～3m の積雪があり，土砂の一部は，積雪を巻き込んで河道を流

下し，右支川の西入沢川との合流点から約 200m 下流まで達した。上流側崩壊地の崩壊土

砂量は約 243 千 m3，下流崩壊地の崩壊土量は約 1,072 千 m3，埋塞部の土砂量は約 1,546

千 m3，下流部へ流下・堆積した土砂量は約 499 千 m3 と見積もられた。その後，融雪お

よび降雨による土砂流出が発生し，2011 年 10 月時点で 1,493 千 m3 の不安定土砂が流域

内堆積しているものと推定されている (写真 -2.5.2)。下流側崩壊による埋塞部の高さは，約

60m に達する。移動土塊が一挙に河道を流下しなかった要因として，崩壊地直下流の河道

が狭窄部になっていたことが挙げられる。  
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図 -2.5.2 最大加速度分布  

（防災科学技術研究所  K-NET）  

図 -2.5.3 地震によって発生した東入沢川沿いの  

崩壊と堆積域の分布（電子国土地図に加筆）  

栄 村

津 南 町

0 400m200

写真 -2.5.1 中条川合流点から東入沢川崩壊地（ 2011 年 3 月 13 日撮影）  

http://www.ajiko.co.jp/bousai/touhoku2011/touhoku.htm 
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調査地周辺には，上流側崩壊地の北西に接する乗落地すべりをはじめとして，地すべり

地形が多くみられる。下流の保全対象は，人家 16 戸，公共施設（温泉宿泊施設トマトの

国），国道 117 号線，村道，JR 飯山線，農地，用水，一級河川中条川である。崩壊地周辺

には，新第三紀後期鮮新世～第四紀前記更新世に堆積した魚沼層群が分布している。現地

では凝灰角礫岩を主とした岩相が確認され，礫は安山岩礫がほとんどである。凝灰角礫岩

の中にも軽石に富んだものや粗粒のもの，赤色に風化変質を受けたものも見られ，岩相は

比較的多様である。一方，下流側崩壊地から上流側崩壊地のやや上流部にかけて，安山岩

溶岩の層準や貫入岩が確認される。これらも同様に魚沼層群に分類される。安山岩溶岩は

崩壊地周辺で南傾斜しており，東入沢川の中流部で潜っている。上流側崩壊地の右側壁側

（北側）には顕著な安山岩貫入岩の露頭が確認され，硬質で安定した岩相を示している。

また，崩壊地周辺の地層は 25 ﾟ前後で南に傾斜した流れ盤構造を示している。  

 

2.2.5.3 地震発生後の応急対策と土砂流出 

3 月 12 日の地震発生後，直ちに被害状況の調査が行われ，栄村全村（秋山地区を除く）

に避難指示が出された。同日，栄村を対象に土砂災害警戒情報の暫定基準（通常基準の 6

割）による運用が開始された（ 11 月 11 日運用廃止）。応急対策として，土砂流出の危険性

がある場合に速やかに避難させるため，3 月 26 日には，土石流センサーや監視カメラ，サ

イレン，回転灯が設置され，警戒避難体制が整備された。さらに，4 月 5 日には，土石流

による氾濫被害の防止を目的として，土砂流出の危険性がある中条川下流に，緊急的に大

型土のうによる仮設導流堤が設置された。 5 月 9 日には，流下断面を確保するため，東入

沢下流（トマトの国付近）の河道堆積土砂が開削された。多量の崩壊土砂の堆積による湛

水池の規模縮小を図るため， 9 月 2 日には，下流側崩壊土砂によって生じた湛水池の開削

と湛水池の河床が整理された (写真 -2.5.3)。これにより湛水池の水位が約 2.5ｍ低下した。

今後行われる恒久対策工事は上流に不安定土砂が残る状態での施工となるため、施工中の  

写真 -2.5.2 東入沢川下流から見た下流側崩壊地（向かって右）と  

河床に堆積した土砂（ 2011 年 3 月 25 日撮影）  
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安全対策として土石流減勢工（鋼製セルダム）が施工された。  

地震発生時の崩壊および土石

流以降，  4 月 4 日と 5 月 10 日

に土石流が発生した。 4 月 4 日

には，ワイヤーセンサーの切断

にともない，警報が発令された。

土石流は東入沢川が西入沢川と

合流する付近（トマトの国横）

で停止した。この時，降雨や地

震は観測されていなかったが，3

月 27 日ごろから融雪が進み，河

道堆積土砂の下流側表面が崩落

したことによると考えられる。5

月 10 日には，融雪と降雨（連続

雨量 84 mm）にともなって，河

道堆積土砂の左岸側から越流し

た。このとき発生した土石流は，

中条川の貝立橋付近まで土砂が

堆積した (写真 -2.5.4)。  

 

 

写真 -2.5.3 東入沢川  下流側崩壊地の湛水部と開削状況  

（2011 年 10 月 15 日撮影）  

写真-2.5.4 2011 年 5 月 10 日の下流側埋塞部におけ

る越流状況（上）と東入沢川下流の状況（下） 
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2.2.5.4 下流側崩壊地直下に堆積した土砂の状況 

下流側崩壊地直下の河床に堆積した土砂の状況を確認し ,堆積土砂の安定性を検討する

ために，堆積した土塊の中央部でボーリング調査を実施した。孔口標高は 587.19m, 掘削

深度は GL-65.0m である。深さ 55m 付近では腐植物混じりの河床礫が見られ，その上下で

コアの性状が明らかに異なっていることから，当該深度が移動土塊と旧来地盤との境界と

判断された。したがってボーリング地点での崩積土の厚さは 54.5m 程度と考えられる。堆

積土砂（ボーリング孔）の地質区分と N 値深度分布を示す図-2.5.4 より，上位（地表から GL-38.6m

まで）は硬質かつ亀裂に富んだ安山岩溶岩から成り，下位（GL-38.6～ -54.5m）は粗粒凝灰

岩や凝灰角礫岩からなるやや固結度の低い層準から成り立っていることがわかる。これは，

下流側崩壊地の滑落崖で観察される層序とほぼ一致しており，崩壊した土塊がその地質構

成を維持した状態で河床に堆積したものと考えられた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.5.4 堆積土砂（ボーリング孔）の地質区分と N 値深度分布 

 

2.2.5.5 おわりに 

 本稿では， 2011 年 3 月 12 日の長野県北部地震によって発生した，長野県栄村の中条川

上流における大規模な崩壊と土石流災害の発生状況について，現地調査を実施することに

より把握するとともに，河道に堆積した土塊に対して実施されたボーリング調査結果につ

いて取りまとめた。堆積土塊は全般に硬く締まった傾向にあり，現在比較的安定している

と考えられる。また，湛水池水位は開削によって低下してきており，湛水池の規模は縮小
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傾向にあるため，埋塞土砂の決壊や規模の大きな崩壊を生じる危険性は減少傾向にあるも

のと考えられる。しかしながら，地震で発生した崩壊地の周辺には亀裂が確認されており，

崩壊地周辺には崩壊残土が依然として多量に存在している。また，河道開削が行われたも

のの，崩壊地直下や下流の河床には堆積土砂が多量に存在しているというのが現状である。

日本有数の豪雪地帯であるこの地域では，今後も引き続き，地震や梅雨や台風による豪雨

だけでなく，融雪期には特に注意を払い，拡大崩壊や雪崩，堆積土砂の再移動の発生に対

して監視を行っていく必要がある。  

本報告は，長野県北信地方事務所が実施した調査結果を基に，現地調査と検討を加え，

取りまとめたものである。貴重な資料を提供していただいた長野県北信地方事務所をはじ

めとする関係各位に，ここに記して謝意を表します。  

 

 

引用文献 

松多信尚・杉戸信彦・廣内大助 : 2011 年 3 月 12 日長野県・新潟県県境付近の地震に伴う地表

変状（速報）, http://www.ajg.or.jp/disaster/files/201103_Nagano -Niigata_eq.pdf(2011 年 10 月 15

日閲覧 ).  
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2.2.6 山形県内の土砂災害発生状況 

 

 

 平成 23年 6月に山形県県土整備部砂防･災害対策

課および東北森林管理局から 3 月 11 日以降発生の

斜面災害について資料を収集し，発生日から本震･

余震関連と思われるものを選択し表-2.6.1 に示した。

山形県に関しては斜面変動発生数は極めて限られる。 

3 月 11 日の本震で発生したものは，蔵王温泉街で

1 件のみで，大半は 4 月 7 日の余震で発生したもの

であった。それらの大半は月山地域の中腹から山麓

にかけて発生した（図-2.6.1）。またそれらも崖崩れ

に区分されるものが多い。東北森林管理局管内の斜

面変動も道路脇壁面の崩壊が主であった。従って，

山形県内の地震地すべり被害は軽微であったと言え

る。 

 

 

 

 

 

図-2.6.1 山形県の斜面変動分布（赤点） 

表-2.6.1 山形県における斜面災害（行政機関把握分） 
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2.3 代表的な災害地の集中合同調査：福島（2011 年 9 月 10 日～11 日）  

 

概要 

 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震では，広範囲に災害が発生したが、とりわけ福島

県南部では地震による土砂災害により白河市やいわき市において多数の死傷者を伴

う斜面災害が発生した。そこで第２班としては災害地の調査として、2011 年 9月 10

日～11 日にかけて白河市及びいわき市の斜面災害地の調査を実施した。 

  当日の行程は以下の通りである。 

 

１日目（９月１０日） 

 

 郡山駅午前 10 時集合 

郡山ーいわき（車） 

12:00～13:00 昼食 

 

・いわき市の地震断層周辺の斜面災害調査 

13:30     いわき市桜本（岩盤崩壊）（p48 写真-1～写真-2） 

14:30～15:00 いわき市上釜戸地すべり（p49 写真-3～写真-7） 

15:10～15:40 いわき市才鉢地すべり・岩盤崩壊と地震断層変位（湯ノ岳・井戸沢） 

                   （p49 写真-8～写真-10） 

いわきー宿舎へ（車） 

 

18:00～21:00 

・夕食後、打ち合わせ（宿泊所）（p50 写真-11～写真-12） 

 

泉崎カントリーヴィレッジ 

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字笹立山 12 

ＴＥＬ：0248-53-4211  ＦＡＸ：0248-53-4255 

http://www.izumizaki-cv.com/index.html 

 

２日目（９月１１日） 

 

10:00～10:30  白河市根田（岩盤崩壊）（p50 写真-13） 

11:30～12:00  白河市葉の木平（地すべり性崩壊）（p50 写真-14～写真-16） 
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白河駅周辺で昼食 

14 時頃 白河駅解散 

 

 今回の参加者は以下のとおりである。 

 

9 月 10 日～11日 砂防学会・東北地方太平洋沖地震災害調査委員会 参加者 

 

  川邉 洋（新潟大、事務局）      

  檜垣大助（弘前大）          

井良沢道也（岩手大）           

地頭薗隆（鹿児島大）        

石田孝司（土研）                

池田暁彦（（一財）砂防・地すべり技術センター）  

   小川紀一朗（アジア航測(株)）  

   鈴木 崇（(株)パスコ）  

   森島成昭（日本工営(株)）  

   田中善治（朝日航洋(株)）  

   村上 治（朝日航洋(株)） 

山下伸太郎（(株)地圏総合コンサルタント）  

   鈴木浩二（中日本航空(株)）  

梅村順（日本大学工学部）    9 月 10 日会議のみ参加 

 

 

 

 

      

写真-1                  写真-2 

78



49 

 

      

写真-3                  写真-4 

 

                

写真-5                  写真-6 

 

     

写真-7                  写真-8 

           

写真-9                  写真-10 
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写真-11                   写真-12 

 

   

写真-13                   写真-14 

 

   

写真-15                   写真-16 
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2.3 代表的な災害地の集中合同調査：（福島県内 2011 年 9 月 10 日～11 日実施）   

2.3.1 いわき市桜本（崩壊） 

2.3.1.1 崩壊発生箇所の概要 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（M9.0）により東日本の広範囲で崩壊や

地すべりなどの土砂災害が発生した。本報告では、岩盤崩壊が発生し市道が通行止めとなって

いるいわき市内郷内町桜本地区の災害概要について示したものである。 

当該箇所は常磐線内郷駅の南西約１kmに位置し、付近には国宝の白水阿弥陀堂がある。崩壊

発生斜面は南東向きで、急傾斜地崩壊危険箇所等には該当しておらず、下部は道路法面、上部

は自然斜面であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１－１ 崩壊発生位置（国土地理院 1:25,000 地形図「磐城湯本」および いわき市役所土木部道路管理課 提供図） 

10m 

 

国道６号 

100m 

市道宮内・蛭内線 ±
内郷駅 

①南側より撮影 

②東側より撮影 

崩壊地と崩落土砂

の堆積範囲 

② 

① 
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2.3.1.2 崩壊地の概要 

崩壊発生斜面の元地形は傾斜 30°～35°程度、崩壊規模は幅約 40m、高さ約 35m、深さ約 5m

で、尾根部の遷急線直下から崩壊が発生した。崩壊土砂は民家手前の水路で停止し、民家への

直接の被害はなかった。また、崩壊発生時の地震の揺れは、近傍のいわき市三和町にある気象

庁の観測所で震度 6弱、最大加速度 615.9gal であった。 

この付近の地質は 1/50,000 地質図「平・川前」によると、古第三紀の白水層群の礫岩・砂

岩および頁岩（炭層を挟む）であり、走向は N5°W～N10°E程度、傾斜は 4°E～12°E 程度で

ある。崩壊面の傾斜は上部が 40°、下部が 30°程度であり、地層の走向傾斜と崩壊面の走向

傾斜は一致しておらず、現地での観察では、亀裂もしくは節理面に沿って崩壊面が形成されて

いるように見受けられた（写真―１－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１－１ 崩壊地上部 

2.3.1.3 崩壊地の斜面対策 

 いわき市役所土木部道路管理課により、仮設構造物として親杭横矢板土留め壁、大型土のう

を設置し不安定な崩落土砂の除去を行った後、安定勾配まで斜面を切り取る切土工と、表層の

侵食防止を目的とした植生吹付工が行われる予定である（平成 23 年９月現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１－２ 対策工断面図（いわき市役所土木部道路管理課 提供） 

植生基材吹付工  
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2.3.2 いわき市上釜戸（初生地すべり） 
地震後に発生した地すべり被災事例として，福島県い

わき市上釜戸地区の調査成果を以下に示す。 

 

2.3.2.1 災害発生日時・地震の概要 

地すべりの誘因となった地震は 2011 年（平成 23年）

4 月 11 日の 17 時 16 分に福島県浜通り（いわきの西南

西，約 30km 付近），深さ 6km（暫定値）で発生した。最

大震度は 6 弱でマグニチュード（以下、M）が 7.0 の正

断層型地震であったa。 

 

 
図 3.2.1 推計震度分布図 1) 

（2011 年 4 月 11 日 17 時 16 分頃の福島県浜通りの地震） 

 

2.3.2.2 災害発生箇所 

災害発生箇所は，震央から北北東方向に約 15km の地

点に位置する。 

 

                             
a平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震について（第 35 報）. 

http://www.jma.go.jp/jma/press/1104/11b/201104111820.html 

 
図 3.2.3 断層分布図 2） 

 

災害発生箇所の近傍には，この地震に伴って

井戸沢断層と湯ノ岳断層に沿った地表地震断層

（正断層）が生じたとの報告bがあることから，

災害発生地点では強い地震動を伴ったと考えら

れる 1)。 

 

2.3.2.3 地質 

第三紀中新世中山層群のシルト岩・砂岩互層

に中新世高久層群の砂岩が不整合の関係で重な

る。走向はほぼ南西で約 10°南傾斜を示す。東

西方向に小断層，南北方向の節理が発達する（図

3.2.4）。 

 

2.3.2.4 被災状況 

地すべり土塊は延長約270mにわたって南方向

に移動した。これにより路面が隆起し，崩積土

が道路を埋積した（写真①,②,③）。 

 

                             
b石山達也・佐藤比呂志・伊藤谷生・杉戸信彦・越後智雄・加藤

直子・今泉俊文(2011). 2011 年 4 月 11 日の福島県浜通りの地

震にともなう地表地震断層,東京大学ＨＰ. 

http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/

fukushimahamadoori/#FukushimaNo1 

湯ノ岳断層 

井戸沢断層 

災害発生箇所 

災害発生箇所 

震央 
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図 3.2.4 地質平面図 1)修正引用 

 

 
 

 

図 3.2.5 地質平面図の凡例 1)修正引用 

 

地すべり土塊の頭部，中央部，側部に陥没帯が形成さ

れている（写真④,⑤,⑥）。中央部（図 2.2.3(3)⑤地点

付近）の陥没帯の幅が中央部と側部に比べて広い。 

東側の道路法面（①付近）のアンカーが破断し，道路

面は隆起した。アンカーのずれから地すべりは南南西の

方向に約 4m 変位したと推定される。西側法面（図

2.2.3(3)の③地点付近）の作業道付近は，南南西の方向

に約 50m 変位したと推定される 1）。 

 

 
写真 3.2.1 崩積土の道路埋積状況 1）① 

（撮影日：2011 年 4 月） 

 

 
写真 3.2.2 道路面の隆起状況 1）② 

（撮影日：2011 年 4 月） 

 

 
写真 3.2.3 地すべり中央部末端部滑落崖の状況

1）③ 

（撮影日：2011 年 4 月） 

 

 
写真 3.2.4 地すべり頂部陥没帯の状況。滑落崖は

ほぼ南西方向に伸びる 1）。④ 

（撮影日：2011 年 4 月） 

 

 
写真 3.2.5 すべり中央部陥没帯の状況 1）⑤ 

（撮影日：2011 年 4 月） 

 

写真撮影位置 

① 

② 

④ 

⑤ 

③ 

⑥ 

資材倉庫 
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写真 3.2.6 地すべり中央部陥没帯の状況 1）⑥ 

（撮影日：2011 年 4 月） 

 

 
写真3.2.7 北西－南東方向の段差クラックの状況 1）⑦（撮

影日：2011 年 4 月） 

 

 
図 3.2.6 地すべり変位 1）修正引用 

 

 

東側の道路法面上方にあった資材倉庫の宅盤には多

数の北西－南東方向の段差クラック（地割れ）が確認で

きる（写真⑦）。2 箇所ある排水路のずれにより，南南

西方向に約 2～3m 変位したと推定される 1）。 

構造物および沢の状況から見ると，地すべりは南南西

の方向に上部尾根および東側で 5～7m，西側中央部から

末端までで 50m 以上の変位があったと推定される（図

3.2.6）1）。 

 

2.3.2.5 地すべり面 

ボーリング調査結果から作成されたA～D測線

の縦断図を見ると,すべり面は基盤を構成する

中山層群のシルト岩の中の破砕部と推定される。

地下水位の最終および観測水位はすべり面付近

あるいはすべり面より深い位置にある 1）。 

 

 
図 3.2.7 測線位置図 1） 

 

2.3.2.6 動態観測の結果 

地すべり観測器機として地表伸縮計，孔内傾

斜計，パイプひずみ計が設置され,地下水位の観

測が実施されている 1）。 

地表伸縮計については震度 4 以上の余震に対

して微細な変位が確認された。孔内水位計とパ

イプひずみ計については全般的に明瞭な変位は

観測されていない 1）。 

地下水位については，A側線頭部と A側線末端

部で 2011 年 5 月 29 日 1:00～5 月 30 日 3:00 間

の累積雨量47.5mmを記録した降雨時に水位上昇

が確認できたものの，その他の観測地点では降

雨に対する明瞭な水位変化は確認されていない
1）。 

 

2.3.2.7 地すべり機構 

本地すべりは幅 270m，長さ 210m，厚さ 31m の

南に軸を持つ釣鐘状の形状を示す。 

地すべりブロックは，尾根付近の比較的変位

量が少ない「Ⅰブロック」，「Ⅱブロック」と，

幅の広い中央部の陥没帯を頭部とする移動体の

「Ⅲブロック」に大別される。Ⅲブロックは，

さらに滑落崖・陥没帯を頭部とするⅢ-1～Ⅲ-4

A 測線 

B 測線 C 測線 

D 測線 

変位 50m 

変位 4.0m 

変位 2.2m 

変位 3.0m 

変位 20m 
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ブロックに区分される。 

 

 
図 3.2.8 地すべりコンター図 1） 

 

2011年4月11日の地震によってⅢブロックが変位し，

背後の尾根部に位置するⅠブロックとⅡブロックが滑

動したと考えられる。 

Ⅲブロックの南西方向での変位量が大きいのは，南西

方向に土塊を遮る地形的要素がないためであり，より動

きやすい方向に移動したためと考えられる。 

地すべりの素因は低角度の層面断層，高角度の東西走

向の小断層・節理，高角度南北走向の節理と考えられる。 

地すべりの誘因は2011年 4月 11日 17時 16分に発生

した最大震度 6 弱の直下型地震であるが,このとき本箇

所近隣の気象庁山田観測所（アメダス）では，16:00～

17:00 間の 1 時間雨量が 7.5mm，17:00～18:00 までの 1

時間雨量が 5.0mm を記録している。観測期間中の降雨と

水位変動との関係を見る限り水位上昇への影響が小さ

い降雨であると考えられるが，地すべり発生に降雨が関

与していた可能性は考えられる。 

 

2.3.2.8 おわりに 

本地すべりは 2011 年 4月 11 日に最大震度 6弱、マグ

ニチュード 7.0 の東北地方太平洋沖地震の余震(正断層

型の直下型地震)で発生した。新第三紀中新統の砂岩泥

岩互層をすべり面に持ち、地すべり土塊により主要地方

道が寸断される被害が発生した。大きく 5つの地すべり

ブロックから構成され，土塊の変位量は最大で 50m に達

した。 

地すべり発生の約 6 ヶ月後の 2011 年 9 月 10 日には，

地すべりⅢブロック付近は除石されていた（写真3.2.8）。

被災した主要地方道いわき石川線も土塊が除石され，仮

復旧されている（写真 3.2.9,写真 3.2.10)）。 

不安定土塊が除石されたことで再移動する土

塊量は少なくなったものの地すべり土塊が再移

動する可能性はあることから，今後も降雨量と

土塊の変位量，地下水位の時系列変化を把握し

ながら土塊の変位状況をモニタリングするとと

ともに，主要地方道への土砂流出防止のために

現在裸地となっている範囲の表面浸食防止対策

を行うことが望まれる。 

 

 
写真 3.2.8 Ⅲ-1,Ⅲ-2 ブロック付近の状況。土

塊が除石されている。東側から西側を望む。（撮

影日：2011 年 9 月 10 日） 

 

 
写真 3.2.9 道路の仮復旧状況（押し出された土

塊は除石されている。）（撮影日：2011 年 9 月 10

日） 

 

土塊の移動方向 

Ⅰブロック 

Ⅲ-1 ブロック 

Ⅱブロック 

Ⅲ-2 ブロック 

Ⅲ-3 ブロック 

Ⅲ-4 ブロック 
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写真 3.2.10 道路の仮復旧状況（押し出された土塊上

に道路が仮復旧されている。）（撮影日：2011 年 9 月 10

日） 

 

平成 24 年 2 月 8 日の気象庁発表資料cによると，これ

までに余震は M7.0 以上 6 回，M6.0 以上は 96 回，M5.0

以上は 588 回発生している。単純計算でこの発表時点ま

で 1日に約 2回の割合で余震が発生している。今後の見

通しでは余震は次第に少なくなっているというが，今後

もまれに大きな余震発生の可能性が示されている。 

余震の規模によっては上釜戸地区のような地すべり

の移動土塊による直接被害のみならず道路寸断によっ

て孤立する地区が出てくる可能性が考えられる。 

すべての地すべり地のハード対策や観測体制の整備

は経済的にも技術的にも困難であるため，緊急性の高い

箇所については動態把握を実施するとともに，孤立の可

能性がある地区については迂回路の整備，地域住民への

危険箇所の周知や被災状況を含めた防災情報の伝達体

制の充実といった対策の推進が重要と考える。 

 

【謝辞】 

本調査の実施にあたり，現地調査の手配を頂いた福島

県いわき建設事務所の関係各位に感謝の意を表します。 

 

【引用文献】 

1）第 11-41380-0053 号調査設計委託（災害調査費）い

わき石川染上釜戸地区 中間報告資料（平成 23 年 6月

9 日）,福島県いわき建設事務所. 

2）[新編]日本の活断層.東京大学出版会,p162-163. 

                             
c平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震について（第 62 報）. 

http://www.jma.go.jp/jma/press/1202/08b/kaisetsu201202081600.pdf 

土塊の移動方向 
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2.3.3  いわき市才鉢地区地すべりの実態

（地震断層周辺） 

 

2.3.3.1 はじめに 

県道いわき石川線の才鉢地区では、東北地方太

平洋沖地震(2011/3/11)の余震(2011/4/11, 古殿:震

度 6 弱)によって斜面災害(地すべり 1 箇所・斜面

崩壊等 2 箇所)が発生した。また、地すべり斜面の

起点側では、余震によって断層崖が形成され、4/14

に斜面崩壊が新たに発生している。 

この斜面災害により、県道を通行していた車両

が被災し人的被害が生じたことや、交通遮断など

大きな被害が発生した。(図-3.3.1 参照) 

表-3.3.1 災害の経緯 

日時 気 象 斜面災害 

3/11 東北地方太平洋沖
地震発生 
古殿町で震度 5強 

・明瞭な斜面変状は確認 
されず 

4/11 

古殿町で震度 6弱 

・地すべり発生及び岩盤
崩壊等が発生 
・地すべり斜面の起点側
に断層崖発生 

4/14 － ・断層部で岩盤崩壊発生 

 

図-3.3.1 被災箇所位置図 

 

なお、本稿は福島県いわき建設事務所；才鉢地区

調査設計業務（災害調査費）報告書（平成 23 年 10

月）をもとに、才鉢地区の災害実態をとりまとめた

ものである。 

 

2.3.3.2 地形・地質概要 

鮫川沿いの斜面は急峻な斜面が形成されており、

調査地は鮫川左岸に位置する。標高 400m 以上には周

囲より緩傾斜な小起伏面 があり、隆起した地形を鮫

川によって形成された扇状地形が残る。遷急線を境

にその下方は急斜面となり鮫川箇所まで急斜面が認

められる。鮫川の両岸においては支流の発達が見ら

れ、急峻な斜面をえぐり込むように樹枝状な水系網

が発達する。 

調査地周辺では変成岩類が広域にまとまって分布

し、御斎所―竹貫変成岩類と呼称される。基盤岩は、

古生代の御斎所―竹貫変成岩類の分布地域である。

ほとんどは緑色片岩および泥質片岩類を主体とする。

基盤岩の走向は概ね NNW-SSE で、傾斜は高角度の

SW 傾斜（対象地では斜面に対し流れ盤構造）を示

す。急角度の背斜軸と向斜軸が繰り返しており、褶

曲軸は地層の走向方向である。 

 

2.3.3.3 地すべり地区 

2.3.3.3.1 地表踏査結果 

4 月 11 日の地震により地すべりが発生した。地す

べり移動土塊は県道を埋没させ、人的被害を引き起

こした。発生した地すべりの規模は、幅 120m、奥

行き 85m である。以下に踏査結果概要を示す。また、

現地状況図を図-3.3.2 に示す 

 

図-3.3.2 地すべり地区被災状況平面図 

 

① 地すべり頭部 

・標高 205m 付近に高さ 1～4m の滑落崖が発生し

た。 

・滑落崖の山側には A 測線から起点側へ亀裂が延

びており、4 月中旬当初の段差が約 0.4m 生じた

が、徐々に拡大し 4 月下旬には約 0.6m となっ

た。 

・ 頭部の亀裂はA測線から起点側へは伸張してい

ないが、段差地形や遷急線が連続する。 
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写真-3.3.1 地すべり全景（左）、頭部滑落崖

（H=2m） 

② 地すべり側部 

・起点側は、尾根地形に沿って、高さ 1～2m の側部

滑落崖が道路まで連続している。 

・終点側では、凸状地形部に沿って、高さ 3m の側

部滑落崖が沢部まで連続する。4月 25 日に山側へ

後退した。 

・終点側部付近の渓床では全面露岩する渓流があり、

標高 160m 以下の斜面では地すべり移動土塊が押

し出し、渓流を一部閉塞した。 

③ 地すべり末端部 

・埋没車両の救助作業時に地すべり末端部を切土掘

削したところ、道路のり尻位置に既設のり面の痕

跡が確認され、B 測線付近ではモルタル吹付が残

存していた。モルタルは県道へ約1m押し出した。 

・起点側部の道路面、および終点側のブロック積擁

壁には変状は無い。 

・湧水が認められ斜面下方で地下水位が高いことを

示している。 

④ 移動土塊内部 

・移動土塊は激しく攪乱されており、開口亀裂が多

数形成されている。 

・立木は山側に傾動しており、地すべり変位の大き

さを示している。 

⑤ 滑落崖の周辺斜面 

・滑落崖山側は緩勾配の尾根地形が連続しており、

明瞭な地すべり変状は無い。 

 

2.3.3.3.2 地すべり機構 

現地調査及び各観測結果から、地すべり発生の素

因・誘因、地すべり発生機構について検討した。 

（１）素 因 

①厚い崩積土層の存在 

斜面には最大 28m に達する崩積土層が分布してお

り、特に脆弱な古期崩積土 2 は層厚約 10m と厚い。

また、古期崩積土 1 は礫量が多く締まりは良いが、

下位の基盤岩との物性の相違が大きく、その境界部

はすべり面となりやすい性状である。 

②豊富な地下水の供給 

地すべりから約 200m 上方の山稜は小起伏面であ

るため、多量の降水が地下浸透し下方斜面へ地下水

として流出しやすい地形条件である。 

③鮫川の下刻作用及び切土に伴う応力解放 

鮫川の下刻作用や県道建設のために切土掘削して

いるため、長期的な応力解放により斜面脚部に緩み

が進行していた。 

（２）誘 因 

①地すべりの発生 

 

 

・応力解放で緩んだ道路のり面が崩壊したことによ

り斜面のバランスが崩れ、古期崩積土 2 層を移動

土塊とする浅層すべりが急速に滑動し、県道を埋

没させた。 

・同時に基盤岩上面においてすべり面が形成され深

層すべりが滑動した。 

②地すべりの拡大 

・救助活動において地すべり末端部を切土掘削した

ことで、移動土塊の抵抗部が失われ地すべりの安

定性が低下した。 

・浸透した降水および周辺斜面から流入した地下水

により、間隙水圧が上昇し地すべりが不安定化し

活発に滑動した。 

・地すべりが活発に滑動を続けたことで深層すべり

の頭部が明瞭化した。また、上部斜面に緩みが生

じた。 
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図-3.3.3 地すべり発生模式図 

 

2.3.3.4  岩盤崩壊地区 

地すべり地区の終点側に隣接する斜面において、

のり面が幅約 35m、奥行き約 15m の範囲で崩壊し、

モルタル吹付やポケット式落石防護網工が損壊した。 

2.3.3.4.1 地表踏査結果 

①県道の被災状況 

崩壊箇所は、道路山側の勾配 1:0.5 のモルタル吹

付のり面である。のり面上には落石対策として、ポ

ケット式落石防護網工が敷設されていた。地震に伴

いのり面の岩盤が崩壊し、ポケット式落石防護網工

の全延長が損壊した。 

  

写真-3.3.2 岩盤崩壊状況（左）、崩壊面（右） 

 

②滑落崖 

標高 165m 付近に高さ 5m の滑落崖が発生した。滑

落崖には硬質・塊状のほぼ直立する急立岩盤が露頭

しており、自立性が高く安定的である。急立岩盤の

表面には厚さ 30cm の浮石が分布しており、亀裂が開

口しており滑落する可能性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3.3.3 滑落面の多亀裂岩盤（左）と滑落崖の
急立岩盤（右） 

 

③滑落面 

崩壊の滑落面には、亀裂密度の高い多亀裂岩盤が

露頭する。亀裂は開口しており、岩盤の表面に多数

の浮石が分布している。浮石はほぼ分離しているた

め、不安定で道路へ滑落する可能性が高い。 

④崩壊末端部 

滑落面が露岩すること、モルタル吹付のり面が露

出することから、崩壊末端部はのり面にあると推測

される。 

⑤周辺斜面 

崩壊山側は不安定な転石が分布しており、落石対

策工が損壊したことから、滑落した場合は道路へ到

達する。 

2.3.3.4.2 崩壊機構 

道路のり面の岩盤は、河川の下刻作用等により長

期的な応力解放と風化により開口亀裂が発達し、岩

盤の多亀裂部が形成されていた。ここへ大きな地震

動が作用したことで、多亀裂部が崩壊したと推定さ

れる。 
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図-3.3.4 崩壊機構 

 

2.3.3.5 表層崩壊地区 

地震に伴う斜面の斜面崩壊により、既設の覆式落

石防護網と落石防護柵工が損壊し、落石防護柵の部

材が変形した。崩壊の規模は幅 20m×長さ 10m×深さ

2m である。（写真-3.3.4） 

滑落崖は急立するため不安定で、段差亀裂が発生

している。崩土は斜面上に堆積しており、崩土が道

路へ滑落する可能性が高い。また、上部斜面では、

古い段差地形等が確認され、表層部の緩みが確認さ

れる。ただし、今回の地震によって発生したもので

はない。 

  

写真-3.3.4 崩壊発生状況（左）落石防護柵の支柱
変形状況（右） 

2.3.3.6 断層崩壊地区 

2.3.3.6.1 地震断層 

（１） 地震断層の位置 

才鉢とその周辺の断層位置を図５に表示した。地

表地震断層として確認した事象は、赤の実線で示し

た。断層の名称は、東京大学地震研究所（2011）に

従い、塩ノ平断層を用いた。 

 

図-3.3.5 地震断層の位置図 

 

（２）地震断層の現地状況 

・才鉢下流の県道付近では道路を N10～20W 方向に横

断する地表地震断層が確認された。この地震断層の

走行は片岩の片理面の走行と一致する。段差は 1.0

ｍで（側溝の蓋の垂直ずれ量）、西側が低下した。

水平ずれ量は右（南）に 4～5cm（蓋のズレ量）、側

溝縦断方向のずれは 45cm であった。断層面には薄

い断層粘土と不明瞭な条線（右下がり 30 度）が観

察された。地震断層面から湧水、異臭はなかった。 

  
写真-3.3.5 県道を横断する地表地震断層（右）と
山側水路のズレ（垂直１ｍ） 

 

・県道山側においては、切土面に地震断層のずれに

ともなう崩壊と、切土の法肩に西落ちの地震断層崖

が確認された。地震断層崖は上位標高へ向かうほど

不明瞭となった。 

・この地震断層は鮫川を横断し対岸の傾斜変換線沿

いに現れ、尾根の鞍部まで目視された。 

・北側の清道川沿いの道及び河川では 4 箇所で地震

断層を確認した。尾根付近は踏査していないので詳

細不明であるが、位置的には県道に現れた断層と連

続するものと思われる。 

・塩ノ平断層の東側には、変位が軽微であるが、地

すべりの亀裂とは性質の異なる直線的亀裂、県道を
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横切る雁行亀裂が確認された。 

 

2.3.3.6.2 崩壊発生状況 

 地震に伴い高さ 75m の斜面で岩盤崩壊が発生し、

多くの不安定な浮石・転石が形成された。崩壊規模

は、幅 20m×長さ 60m×高さ 70m である(写真６)。滑

落崖の山側には、開口亀裂が発生している。また、

崩壊の起点側では断層運動に伴い直立岩盤に割れ目

が発生し、落石が発生している。 

 岩盤崩壊と断層運動により、既設のポケット式落

石防護網工と覆式落石防護網工が損壊した状況が確

認された。 

 

写真-3.3.6 断層崩壊の状況（左）と断層崩壊によ
る落石（右） 

 

崩壊斜面には亀裂が発達する硬質岩盤と、風化が

進行し礫混じり土砂状となった強風化岩盤が露出す

る。硬岩は崩壊のおよそ中央から終点側に、強風化

岩盤は起点側に露頭する。硬質岩盤は自立性が極め

て高いものの、割れ目に不安定な浮石が分布してい

る。また強風化岩盤では層厚 1m の表層崩壊が発生し

ている。 

 

 
＜参考文献＞ 
・福島県いわき建設事務所；才鉢地区調査設計業務（災
害調査費）報告書（平成 23 年 10 月） 
・東京大学地震研究所（2011）：2011 年 4 月 11 日の福
島県浜通りの地震に伴う地表地震断層について,第２報 
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2.3.4  白河市根田（崩壊） 

2.3.4.1 はじめに 

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災により，岩手県・宮城県・福島県・栃木県・茨城県などの広範囲で崩壊

や地すべりが発生した．本報告は，その中で屹立した岩盤が崩壊し，直下の家屋の一部が被災し，現在もなお不安定

な状態で岩塊が斜面に残存する福島県白河市根田地区の崩壊について，その概要について示したものである。 

 

2.3.4.2 崩壊の発生概要 

崩壊発生箇所は，福島県南部に位置する白河市萱根根田地区である。当該箇所は，急傾斜地崩壊危険区域に指定さ

れていた。保全対象人家は 5戸であったが今回の崩壊では直接的に被災していない。しかし，根田集会所の小屋が全

壊したほか，能や歌舞伎の「道成寺」で有名な僧・安珍の生誕の地のシンボル的存在だった安珍堂が一部被災した。 

崩壊規模は幅約34m，高さ約20mであり，崩壊形態は岩盤崩壊である。崩落した岩塊は最大 3.5m，崩壊土砂ととも

に崩壊地の直下に堆積している。崩壊発生斜面は南～南南西方向に向き，明瞭な崩壊地形（崩落地形）を呈しており，

岩盤が屹立し，崩壊発生範囲に隣接して不安定な状態で岩塊が存在している。今回の崩壊範囲は露岩しており，浮き

石が多く開口亀裂がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－３．４．１ 崩壊発生位置図 

（国土地理院 1:25,000地形図「白河」，福島県県南建設事務所 提供） 

安珍堂 

崩壊地および 
崩落土砂の堆積範囲 

（崩壊幅：約34m， 
高さ約20m） 

① 

① 

② 

② 

国道４号線 

東北道 白河中央SI 

東京 

郡山 
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2.3.4.3 崩壊地の概要 

崩壊部の斜面勾配は約70°だが，崩壊の肩部より上部では 30～40°となっており，今回崩落した部分，すなわち崩

壊地の頭部が遷急部となっている。崩壊地の両側斜面の状況から，この遷急部ではオーバーハングしており，この下

部では露岩していたと推定される。表土層は30～50cm程度で，斜面上部の広葉樹の根茎が広く確認できる。 

地質は，第四紀白河層のデイサイト火砕岩である。ボーリング調査結果によると，上位から根茎混じりの凝灰質砂，

強風化凝灰岩，風化凝灰岩，溶結凝灰岩が確認されている。凝灰質砂は火山砕屑物でシルト混じり砂状～シルト質砂

状を呈し，崩れやすく根茎が混じっており，非常に緩い状態である。強風化凝灰岩はコアが採取できるものの深部ま

で風化が著しく，コア表面はザラザラで崩れやすい。風化凝灰岩は比較的堅固だがハンマー打撃で割れる。基盤岩と

推定される溶結凝灰岩はコアの採取率はよく，亀裂はあるものの亀裂面は新鮮である。 

崩壊面では，基盤岩以外は層厚 2～3m程度が確認されている。強風化凝灰岩の部分がオーバーハングしており，節

理が発達している部分としていない部分が確認できる。節理間隔は数 10cmから1m程度であり，崩壊面に平行するよ

うに屹立したものと，やや流れ盤をなすものが混在している。今回の地震によって崩落したのは，屹立した節理に沿

ったものが多い。斜面には今回の地震で発生したと推定される新しい亀裂が確認でき，開口している。 

崩落した岩塊の規模は数 10cm～数m，最大で約 3.5mであり，マトリックスは凝灰質砂となっている。また，表層

付近に生育していた立木も一緒に崩落しており，安珍堂は大部分が立木によって被災している。幸いにも崩落土砂は

崩壊地直下に堆積し，一部の岩塊を除いて保全対象となっている集落までは達していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーリング箇所 

安珍堂 

崩壊地 

崩壊土砂 
（立木を含む） 

図－３．４．２ 崩壊地の概要 

（福島県県南建設事務所 提供） 

断面測線 

図－３．４．３ 崩壊地の地質断面 

（福島県県南建設事務所 提供） 

凝灰質砂 

強風化凝灰岩 

風化凝灰岩 

溶結凝灰岩 
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写真－３．４．１ 崩壊地の頭部 

写真－３．４．２ 崩壊地の崩落岩

塊 

写真－３．４．３ オーバーハングの状況 写真－３．４．４ 崩落部分 

写真－３．４．５ 不安定な岩塊と

亀裂 

写真－３．４．６ 開口亀裂の状況 
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2.3.4.4  崩壊地の斜面対策 

今回の地震後の地表踏査ならびにボーリング調査結果に基づき，

福島県県南建設事務所により，崩壊地直下の崩落土砂を除去した後

に斜面脚部に水路工を整備するとともに，崩壊地全面に吹付枠工を，

屹立した下部斜面ではさらに鉄筋挿入を実施して斜面の安定化を図

り，次期降雨等による被害を防止するための緊急崩壊対策が実施さ

れる予定となっていた（平成23年 9月現在）。 

 

2.3.4.5 まとめ 

当該箇所において今回の地震によって発生した崩壊は小規模なも

のであったが，震源に近い場合だと広範囲にわたって崩落する危険

性が高いものと推定される。近接する斜面も同様な状況であるため

に，今後も引き続き対策の実施が必要だと考えられる。 

最後に現地調査に同行していただき，貴重な資料を提供していた

だいた福島県県南建設事務所事業部河川砂防課 小野課長に厚く御

礼申し上げます。 

図－３．４．４ 対策工断面 

（福島県県南建設事務所 提供） 

写真－３．４．８ 崩落した岩塊（礫径3.5m） 写真－３．４．７ 崩壊土砂と崩落した立ち木 

写真－３．４．９ 崩壊地直下で被災した小屋 写真－３．４．10 崩壊地直下で被災した安珍堂 
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2.3.5 白河市葉の木平（崩壊性地すべり） 

 

 

 白河市街の北方約1.5kmに位置する標高約400mの丘陵地の斜面（図-3.5.1）で、最大長さ

（L1）115m、最大幅（W1）65ｍの崩壊性地すべりが発生した（写真-3.5.1、2、3）。地すべ

り土塊の最大移動距離（L2）は140m、側方にも最大幅（W2）115m広がって堆積し、甚大な

被害をもたらした（死者13名、全壊家屋10戸）。移動土塊の一部は側方のゴルフ練習場の斜

面を最大70m移動した。L2 / L1 = 1.2、W2 / W1 = 1.8であり、移動土塊が比較的長距離を

流動し、かつ側方にも拡大したことが、被害が甚大になった原因の一つと考えられる。 

 

 

図-3.5.1 位置図（数値地図25000地図画像） 

 

 

写真-3.5.1 ヘリから撮影した全景（2011年3月） 
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写真-3.5.2 中腹より滑落崖を望む（2011年9月11日） 

 

 

写真-3.5.3 左側方崖に露出したすべり面（2011年9月11日） 

 

地すべり発生前後のレーザープロファイラーデータから作成した地形図（図-3.5.2、-3.5.3）

によって地すべりの発生した範囲が確認できる。地すべりの発生域（侵食域）は尾根の頂部と

その下方の10～20度の緩傾斜な北東向き斜面である。地すべりが発生した斜面は明瞭な地すべ

り地形を呈していなかった。緩斜面の下方は東向きの谷地形になっており、そこで地すべりの

移動方向が北東から東向きに変化する。滑落崖（写真-3.5.2）の最大比高（崩壊深さ）は5ｍ、

左側方崖（写真-3.5.3）の最大比高（崩壊深さ）は13mである。谷地形の部分では、レーザー

プロファイラーデータの差分図（図-3.5.4）を見ると侵食深さ、堆積深さが1m以下である。

現地において、地すべり発生前の表土である黒土の上に地すべり土塊が堆積している状況が確

認できたことから、この谷地形の部分は流送域であったと考えられる。堆積域では地すべり発

生後に重機による土工が行われており、レーザープロファイラーデータで見た地形も人工的な

すべり面 
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形状になっている。写真-3.5.1では、堆積した地すべり土塊上に樹木が散乱している状況が判

読できる。土塊上面にあるのは、ほとんどが斜面上部にあった広葉樹（落葉している）である。

谷地形の部分にあった針葉樹は、ほとんどが地すべり土塊の先端部で倒れている。また、倒れ

ながら土砂を薄くかぶり、斜面に残存しているものも一部で確認できる。  

 

図-3.5.2 地震前のレーザープロファイラー地形図（2006年12月～2007年1月撮影） 

 

図-3.5.3 地震後のレーザープロファイラー地形図（2011年11月撮影） 

 

図-3.5.4 地震前後のレーザープロファイラー差分 
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空中写真の実体視およびレーザープロファイラーデータから作成した地形図の判読によっ

て斜面微地形分類図を作成した（図-3.5.5）。分類に当たっては、田村（1987）による丘陵地

の微地形分類を参考にした。尾根筋に近い上位の遷急線と谷筋に近い下位の遷急線の2つの遷

急線が認められたことから、それらに着目して斜面微地形分類を行った。葉ノ木平地区の地す

べりは頂部斜面から上部谷壁斜面にかけて、上位の遷急線をまたいで発生したものと考えられ

る。また、地すべりが発生した上部谷壁斜面は、等高線から読み取れるように、縦断形状と横

断形状がともに直線型に近いという特徴を有する。また、地すべりの発生域が遷急線をまたい

でいることから、その部分は尾根型斜面であり、地形効果によって地震動が大きかったと考え

られる。  

 

1

1

1

55’

2‘

3

3

42

2

人工改変地

3

2

2

3

微地形単位

1  ：頂部斜面
2 ：上部谷壁斜面
2’：上部谷壁斜面

（分離）
3 ：下部谷壁斜面
4 ：水路
5 ：谷底面
5’：谷底面

(わずかに段丘化)

 

図-3.5.5 斜面微地形分類図 

 

当該地すべり発生斜面を含む白河丘陵は、白河火砕流堆積物とその上に載る火山灰土層か

ら構成される。滑落崖や側方崖における断面、すべり面におけるピットで地質を観察し、火

山灰土層の中にスコリアや軽石等からなる複数枚のテフラ層を確認することができた（図

-3.5.6）。これらは、構成物及び層相、層序から鈴木（1995）の Sr8～11、TkP に対比され

ると考えられる。葉ノ木平地区において、すべり面となった層準は、Loc.1（滑落崖）、Loc.2

（左側方崖）ともに Sr10 付近である。土質性状は、Sr9 の下面を境にして上位は砂質、下

位は粘土質となっていた。地すべり地内の随所ですべり面が露出しているが、どこも粘土質

であった。Sr9 下面までの深度は、滑落崖で最大 5m、左側方崖で最大 13m と大きく異なり、

左側方崖では Sr9 などのテフラ層が 30 度程度傾斜して堆積している。このことから、Sr9

などのテフラの堆積当時は、現在露出しているすべり面形状（図-3.5.3）と同様の谷形状の

地形であり、そこをテフラ層や火山灰性土が徐々に埋積して緩斜面を形成したものと考えら

れる。また、谷地形のために湿潤な環境であって、Sr9 より下位のテフラ層や火山灰性土の

風化が進行しやすかったことも考えられる。なお、調査日前日（平成 23 年 9 月 10 日）の

15 時から 24 時にかけて累計 63mm（19 時から 22 時の 3 時間は欠側；アメダス白河観測所）

の降水量が記録されており、調査時には斜面の複数箇所より湧水が確認された。葉ノ木平地

区の地すべりは、頂部斜面から上部谷壁斜面に厚く堆積していた火山灰層が風化によって軟
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弱な粘土となった部分をすべり面として発生したものと考えられる。  
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図-3.5.6 地質柱状図（葉ノ木平地区 滑落崖及び左側方崖） 

 

すべり面付近の土壌硬度計による硬度プロファイル（図-3.5.7）は、Sr8～9 付近では高

い硬度を示し、その直下から急に硬度が低下するという特徴がみられる。すべり面付近の火

山灰性土の物理的性質は、粘土含有率、自然含水比、液性指数が高いという特徴がみられ、

軟弱かつ流動化しやすい粘土であった。それに対して、Sr8 と Sr9 の間の火山灰性土は粘土

含有率、自然含水比、液性指数ともに低い。これらのことから、すべり面となった Sr10 付

近の強度が低かったことに加えて、地震によって硬軟の境界部（Sr9 と Sr10 との間）に応

力が集中したことが、すべり面での破壊を生じた要因と考えられる。また、破壊面が斜面に

連続的に堆積していたテフラ層であったことで、一連の斜面が地すべりを起こしたものと考

えられる。  
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図-3.5.7 土壌硬度プロファイル（葉ノ木平地区 滑落崖） 

 

白河周辺の白河丘陵では、葉ノ木平地区以外でも火山灰土層が崩壊し、比較的長距離を流動

するという同様の特徴を有する崩壊性地すべりがいくつも発生している。これらの地すべりの

発生箇所は、葉ノ木平地区と同様に谷頭部の上位に位置する頂部斜面から上部谷壁斜面にかけ
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て遷急線をまたいで発生するものが多かった。また、すべり面はSr10やTkP付近のものが多く、

葉ノ木平地区と同様に風化によって軟弱な粘土となった部分をすべり面として発生したもの

と考えられる。  

今後、葉ノ木平地区と同様なタイプの崩壊性地すべりの発生箇所の予測と発生危険度を評価

するためには、地形分類等によって遷急線と火山灰に厚く覆われた斜面を抽出し、それらの斜

面において硬軟の土質性状の境界と軟弱な粘土層が面的に連続するかどうかを把握すること

が重要であると考えられる。  
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2.3.6 航空LP測量データによる湯ノ岳・井戸

沢地震断層の判読 

2.3.6.1 断層調査の経緯と概要 

2011年4月11日に福島県浜通りを震源とするM7.0

の地震が発生した。この地震によって形成されたもの

と考えられる地表地震断層が、福島県いわき市南西部

に位置する活断層の湯ノ岳断層および井戸沢断層付近

にて確認され、東京大学地震研究所、産業技術総合研

究所、土木研究所などの研究機関により現地調査結果

（速報）が報告されている。なお、井戸沢断層のうち

最も西側に位置する断層については『新編日本の活断

層』（活断層研究会：1991）に記載された内容と今回

の地表地震断層の構造の違いなどから、今回最大の垂

直変位量が確認された、いわき市田人町塩ノ平を模式

地として「塩ノ平断層」と仮称している（石山・他：

2011）。 

この地表地震断層の地形形状を調査するために、地

震発生から1か月余りが経過した5月18日に航空レ

ーザ計測および空中写真撮影を実施した。取得した詳

細な地形データ、画像データなどから地表地震断層に

よる変動地形を判読し、その結果を基に現地にて位置、

形状、変位量の検証を行った。 

今回の計測・撮影は、湯ノ岳断層および井戸沢断層

（塩ノ平断層）の中でも、地表地震断層の垂直変位量

が比較的大きく連続性の高い箇所について実施した。

図1は航空レーザ計測および空中写真撮影の範囲であ

り、黒破線は「活断層デジタルマップ」の推定活断層

位置を示す。 

2.3.6.2 航空レーザ計測および空中写真撮影 

近年では、航空レーザ計測は様々な地形計測に応用

され、断層地形調査などにも利用される航空測量手法

の一つである。 

今回の計測では、低速飛行により高密度なデータ取

得が可能な回転翼機（ヘリコプター）を使用し、飛行

高度は対地750m、１秒間に10万パルス照射、その照

射密度は１㎡あたり 7.3点と非常に高密度な計測値に

設定した。通常の地形計測では 1㎡あたり 1～3点程

度の設定であるのに対し、高密度に設定にした理由は、

形成された小さな断層崖を確認するためである。 

空中写真は、航空レーザ機器に付属したデジタルカ

メラで撮影した。デジタルカメラは 22M ピクセルの

ものを使用し、地上画素寸法は対地高度750mで約11

㎝となる。撮影した写真画像はオルソ化し、航空レー

ザ計測による地形データと重ね合わせ断層地形の判読

に使用した。（背景図は、国土地理院刊行の20万分の

1地勢図「白河」） 

 

 

図-3.6.1 計測範囲と推定断層位置 

 

2.3.6.3 地表地震断層の位置・形状の把握 

航空レーザ計測および空中写真撮影によるデータ

を解析処理し、陰影図、陰陽図、オルソ写真図、地震

断層判読図を作成した。その中で変位量の大きな塩ノ

平断層の模式的箇所を図2（A～D）に示す。この地域

は、今回の地震断層で最も変位量の大きかった福島県

いわき市田人町塩ノ平地区である。 

陰影図（図2A）は樹木や建物を除去した後の地盤を

レリーフ状に表したもので、地形の凹凸が平面図に表

現されている。陰陽図（図2B）は弊社独自の地形表現

図で、地形の凹凸を陰値と陽値に分けた奥行きとして

情報化し、画像に付加することで立体感を強調した表

現手法である。特に、微地形の判読が陰影図に比べ容

易となる特長がある。 

陰影図および陰陽図において、NNW－SSE方向に

線状のトレースが確認できる。線状の構造は、図の中

央付近から北側に向かって２つに分岐している。陰影

の陰が西側に認められることから、西落ちの断層であ

ることが推定できる。また、丘陵地や山地、水田や畑

地のいずれにも断層と思われる線状構造が追跡可能で

ある。線状構造は直線とは限らず、緩い曲線や若干蛇

行しているような箇所も見られる。その段差について 
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図-3.6.2 塩ノ平断層の模式的箇所平面図 

Ａ：陰影図 Ｂ：陰陽図 Ｃ：オルソ写真図 Ｄ：地表地震断層判読図  

B 

C 

D 

塩ノ平 
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も、段差の陰の濃淡から、連続して一様ではないこと

が推察される。 

空中写真撮影によるオルソ写真図（図 2C）では、

図の北側および南側の断層崖が存在すると思われる箇

所で、針葉樹林の中に線状の空隙が明瞭に確認できる。

この箇所の現地調査では、杉の植林地内で地震断層の

影響による連続的な樹木の傾動が確認できた（写真

-3.6.1）。 

また、オルソ写真図の中央付近の三方向を道路に囲

まれた丘陵地では、針葉樹の傾動は明瞭には見られな

い。しかし、陰影図、陰陽図では断層崖と思われる明

瞭な段差が確認され、航空レーザ計測の特長の一つで

ある樹林下の地盤を取得することにより、空中写真判

読では困難な樹林下の断層崖の検出が可能であった。

このような樹林下の断層崖の代表的な露頭状況を写真

-3.6.2に示す。 

オルソ写真の耕作地やゴルフ場などの樹木のない

箇所においても、当然のことながら地震断層発生に伴

う断層崖や崩壊地などが確認できる。オルソ写真図（図

2C）では北側に分岐する2つの地表地震断層が認めら

れ、そのうち西側のものは水田に露出している。撮影

時期が田植えの時期であったことから湛水による色調

の違いによる判読が可能であり、横切った断層地形の

下段は湛水し、その境界が断層の走向と一致する。 

これらの陰影図、陰陽図、オルソ写真図をもとに、

地表地震断層判読図（図 2D）を作成することによっ

て、地表地震断層の位置や連続性が把握可能となった。

これまでの空中写真による実体視の判読では、人の目

で確認して判読結果を移写するため位置精度の低下が

生じる場合があったが、航空レーザ計測データでは、

直接的に高密度な三次元座標データを取得しているこ

とから従来と比較して位置精度を高めることが可能に

なった。 

 

2.3.6.4 地表地震断層の変位の把握 

今回の地震断層の断層構造は、湯ノ岳断層および塩

ノ平断層において、いずれも南西落ちの正断層である。

現地調査の結果から、その変動形態は大きく「断層崖

タイプ」と「撓曲崖タイプ」に区分される。一般に前

者は岩盤被覆層が薄く比較的急峻な山地や丘陵地帯で

多く観察され、後者は岩盤被覆層が厚い低平な田畑な

どで多く観察される。 

典型的な断層崖タイプと撓曲崖タイプが見られた

湯ノ岳断層について、航空レーザ計測データから断面

図を作成した。断面図作成箇所の位置図を図-3.6.3 に

示す。図-3.6.1において湯ノ岳断層はNW-SE方向の

分布が認められるが、図-3.6.3 の範囲はその推定断層

の、さらに SE方向にある福島県いわき市常磐藤原町

付近である。図中のP1およびP2について地表地震断

層の断面図を作成し、現地にて断面形状を観察した。 

図-3.6.4 の P1 断面はいわきゴルフクラブのフェア

ウェイを横切る断層崖である。現地写真から正断層の

引張り応力により垂直方向にせん断された面が明瞭に

見られる。航空レーザ計測データの点分布による断面

図から約60cmの比高であることが確認され、不連続

箇所の形状についても断層崖状が表現されている。 

また、図-3.6.5のP2はP1の南東約500mの地点に

出現した変状地形である。現地写真からは、水田の地

表面を緩い傾斜で撓曲崖が形成されているのがわかる。

航空レーザ計測データの点分布による断面図では、水

平方向に 2～3m 程の幅で比高が約 40cm の緩いスロ

ープ状の地形を形成する。 

いずれの断面においても、その断面形状や垂直変位

量において、航空レーザ計測データによる断面図と現

地調査の結果に相違がないことが確認された。 

写真-3.6.1 針葉樹林の傾動 

SW

→ 

←

NE 

NE

→ 

←

SW 写真-3.6.2 樹林内の断層崖 
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5.2.1 地震断層計測・撮影の有効性と注意点 

 

図-3.6.3 典型的な断層崖および撓曲崖の断面位

置図 

図-3.6.4 断層崖タイプの断面形状と現地写真 

SW→ ←NE 

（断面幅2m範囲内のデータを使用） 

図-3.6.5 撓曲崖タイプの断面形状と現地写真 

NE→ ←SW 

（断面幅2m範囲内のデータを使用） 
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2.3.6.4 まとめ 

東日本大震災では、岩手・宮城・福島の各県を中心

として地震・津波・地すべり・崩壊・地表地震断層・

液状化などの様々な現象を広域に出現させた。 

これらの災害種のうち、変状として比較的小さく現

れる傾向にある地表地震断層調査に航空レーザ計測と

空中写真撮影を適用した結果、その有効性について再

認識することができた。 

しかし、航空レーザ計測から地震断層地形の判読に

は注意すべき点がいくつか存在した。航空レーザ計測

データの飛行コース間のずれや樹木除去フィルタリン

グのノイズ、高圧送電線の線状構造物のノイズなどは、

データ処理の方法によっては誤判読を引き起こす可能

性があった。また、横ずれ断層や垂直変位量の小さな

断層崖については検出が困難であった。 

災害直後の対応は、迅速性が求められるため、今後

は、今回得られた注意事項への対策と広範囲を状況把

握するための実施体制の整備が必要である。 
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2.4 砂防構造物の施設災害実態 

2.4.1 はじめに 

ここでは、東日本大震災により生じた砂防施設への被害状況について取りまとめる。本

震災の被害の特徴として、非常に広域な範囲で被害が生じたことがあげられる。このため、

調査の方法としては、甚大な被害を生じた県の砂防関係部局により取りまとめられた資料

を収集し、整理する方法を取った。資料収集に協力していただいた県は、いずれも災害復

旧・復興に繁忙を極めているところである。資料提供のために貴重な時間を割いていただ

いた皆様へ深く感謝する次第である。 

本震災による砂防施設等における被害は、広範囲にわたって震度７を記録した地震であ

りながら被害の個所数は概して少なく、被害の程度も軽微なものが多かった。また、地震

動による施設の破壊だけでなく、津波による破壊があったことも大きな特徴と言える。こ

こに示した被害事例には、余震の地震動により発生（または被害の拡大）した事例も含ま

れる可能性が高いが、資料調査という手法を採用したため本震と余震の影響を区分するこ

とは困難であった。 

2.4.2 収集した資料の概要 

 本研究で収集した資料は、太平洋岸の４県であり、資料の総数は 3３件であった。岩手県

からは被害報告が 16件との回答があったが、被害の詳細のわかる事例は２件であった。 

  

 

2.4.3 東日本大震災による被害の特徴 

 被害を受けた施設の内訳を見ると、急傾斜地対策施設の被害が最も多く、全体の７６％

を占めた。砂防施設がそれにつぎ、全体の１８％となり、地すべり対策施設の被害は２件

のみで全体の６％となった。また、砂防施設の被害を見ると、護岸工のクラックやズレと

いった被害ばかりで、砂防堰堤の被害は見当たらない。以下に特徴的な事例を紹介する。 

 宮城県黒崎地区の急傾斜地施設の被害状況を写真－４．１に示す。山頂付近の遷急線下

の急斜面をなす岩盤が崩落している。今回の災害事例では、斜面全体が崩落した施設被害

の事例は本件だけである。写真－４．２は、岩手県内で発生した津波による施設被害の状

況である。コンクリート擁壁には目立った被害は無いが、上部の落石防護策が破壊されて

いる。岩手県の資料によれば、同様の施設被害が多かったとされている。

表－４．１ 施設被害の報告数と内訳 
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写真－４．１ 宮城県黒崎地区被害状況 

遷急線下部の岩盤斜面の崩落 

 

写真－４．３ 福島県原瀬川の被害状況 

護岸工継目でズレが生じている 

 

写真－４．４ 茨城県宮町地区の被害状況 

斜面上部の地盤に発生したクラック 

写真－４．２ 岩手県湊地区被害状況 

津波による落石防護策の被害 

 

 
写真－４．５ 宮城県東田地区の被害状況 

法枠工の背面の地盤がズレている 

 

写真－４．６ 福島県大町地区の被害状況 

ブロック擁壁に生じたクラック 
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写真―４．３は福島県で発生した砂防施設による被害である。急傾斜地の対策施設の被害

も、同様な擁壁のズレなどが多い。写真－４．４は、茨木県内の急傾斜地で生じた斜面の

変状である。この事例と同様な被害（斜面上部に亀裂が現れたもの）も３件報告された。

写真－４．５は法枠工の背面の地盤が地震動により法枠より剥離した状況である。岩手県

においても同様な変状の報告がある。写真―４．６は、急傾斜地対策施設として設置され

たブロック擁壁に生じたクラックである。施設被害の件数としては、この事例に類似の擁

壁の継ぎ目のズレや擁壁のクラックなどの件数が大半であった。 

 

2.4.4 他の地震災害による施設被害との比較 

 平成７年に発生した兵庫県南部地震では、地震被害の激しかった六甲山系および淡路島

北部地域を対象地域として、地震による砂防施設・急傾斜地対策施設への被害を現地で確

認する詳細な調査の記録が残されている 1)。この施設被害の記録を概観すると、以下に示す

ようである。 

１）被害を受けた施設は、地震により動いたと考えられる活断層の周辺に分布が集中して

いる。また、全 735基の調査対象の砂防堰堤のうち、被害を受けた施設数は 2１基で

あった。また、護岸工への被害は、調査総延長 175kmに対して 26箇所であった。 

２）砂防堰堤（床固工を含む）への被害は、古い時代に設計された空石積の施設の一部が

破壊したものの、それ以外は堤体への軽微なクラックばかりで、施設の機能に重大な

影響を与える被害は見られなかった。護岸工への被害は、被害の記録された 26 件の

うち、クラックの発生や拡大が 10 件（38％）、護岸の破壊したものが残りの 16 件

（62％）を占めた。また、破壊した範囲は局所的な破壊事例が多く、応急処置で出水

期への対応が可能なものであったと記録されている。 

３）急傾斜地対策施設に対する被害は、神戸市・西宮市・芦屋市・宝塚市・津名町・淡路

町・南淡町において、全施設数 87 箇所に対して現地確認により調査し、半数を超え

る 46 箇所で何らかの被害・変状が確認された。ただし、被害の程度としては大半が

幅 1cm以内のクラックの発生などであり、施設の機能を完全に損ねるような被害を受

けた事例はなかったと報告されている。 

 東日本大震災による砂防施設等への被害状況と兵庫県南部地震による被害を以下に比較

する。被害の数被害は、対象面積の小さい兵庫県南部地震によるものが多く、また東日本

大震災では被害の記録されなかった砂防ダムへの被害が兵庫県南部地震では記録されてい

る。こうした結果は、兵庫県南部地震が内陸直下型地震であったため、局所的な激しい地

震動が生じた影響によるものではないかと考えられる。 

また、①被害が軽微なものが多く、施設の機能を損なうような重大な被害は少なかった

こと、②急傾斜地対策施設の被害数が砂防施設の被害数を上回ったことなどは、いずれの

地震事例においても共通する特徴であった。 
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2.4.5 おわりに 

 砂防施設は本来、計画規模の災害を想定して計画・設計が行われる。また、対象とする

現象の発生頻度が数十年から数百年に一度程度のまれな現象を扱っているため、施設の老

朽化に十分な耐性を備えることが求められる。前述のとおり、本震災における砂防関係施

設の被害が軽微な事例が多かったことから、現行の施設が本震災程度の地震動に対して構

造的な安全性を確保していることが示されたものと考えられる。また、擁壁の継目のズレ

やクラックなど、地震により生じやすい施設被害のパターンも確認された。このような施

設被害については、今後の設計基準等の改訂などに際して、改善すべき検討課題として取

り上げることも有効ではないかと考えられる。 

 津波による施設被害については、東日本大震災による砂防関係施設の被害の特徴の一つ

である。急傾斜地対策施設は、海岸部の平地と周辺の高台との間に設置される場合が多く、

安全な避難ルートを確保できるような構造（例えば、コンクリート構造物と一体となり津

波で被災しない階段やスロープなど）とすることなどの工夫は必要と考えられる。 

 

【参考文献】 

１）青木ら「兵庫県南部地震による砂防関係施設の被害と耐震性」（1997・土木技術資料 39-3） 
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2.5  土砂移動によるライフライン等への被災が社会的経済的側面に与えた影響 

2.5.1 はじめに 

今回の地震により多くのライフラインが被害を受けた。特に沿岸域では，津波による落橋により，鉄道・道路

の分断，港湾施設の破壊，強震動による段差の発生とこれに伴うガス・水道・電気等，ライフラインは壊滅的な

状況となった。一方，土砂移動によるライフラインへの被災は，落石による道路の一時的な寸断は多数報告され

ているが，津波被害に比べると比較的少ない。主なライフラインの被災に関しても，土砂移動によるものか否か

は明確になっているわけではないが，山間地域での道路等への土砂移動はガス・水道・電気等のライフラインへ

の影響を与えている。ここでは，土砂移動によるライフラインへの被災状況と，その被害が社会的に与えた影響，

経済的に与えた影響を関係機関の HP 資料から整理した。 

 

2.5.2 土砂移動によるライフラインの被害状況 

2.5.2.1 交通網の被害と復旧 

道路被害として最も大きな被害を発生させたのは，津波による落橋や瓦礫によるものであるが，土砂移動によ

る道路被害も多く発生している。特に，転石や盛土部分の地すべり的な土砂移動が無数に発生しており，交通障

害として大きな影響を与えた 1)。 

鉄道等は常磐線から八戸線までの海岸線の 7 線区で，津波の影響により現在も運転が再開されていない区間が

集中している。津波を受けた路線以外では新幹線で約 1750 箇所，在来線で約 5250 箇所の被害が報告されている

が，落石や盛土の土砂移動等に対する集中的な復旧作業により早期に運転が再開されている 2)。 

道路被害は，土砂災害の多発域（図-5.1 参照）である岩手県，宮城県，福島県に集中している。この 3 県での

道路被害額（全体）は，岩手県で約 252 億円 4)，宮城県で約 1900 億

円 5)，福島県で約 404 億円 6)となっており，近隣の茨城（約 86 億円）
7)と比較しても膨大な額となっている。 

道路の復旧は，復興基盤の最優先としての緊急輸送道路として 3 月

12 日に高速道路の機能および国道 4 号線を確保，4 月 10 日には応急

復旧を概成させている 8)。 

一方，大規模な土砂災害による被害箇所では，崩壊による斜面の不

安定化，地すべりの再活動が懸念され復旧に時間を要している。12 月

19 日現在において，未開通（迂回路確保）の国道 45 号線（宮城県石

巻市河北町大字成田地内）は地すべりによる区間である。 

その他，宮城県内の全面通行止め 9 区間のうちの 3 区間（地すべり・

土砂崩落），茨城県内の 4 区間のうちの 2 区間（地すべり対策・落石

対策）など，土砂移動により復旧が長期化している。 

長野県北部地震では，長野県および新潟県で土砂移動により国道

117 号線，405 号線および県道で被害が発生した。これらは国道 117

号線飯山市市川橋から新潟県境（道路陥没），県道長瀬横倉線長瀬橋か

ら横倉駅（崩壊）の 2 区間を除き 4 月 11 日には通行止めが解除とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1 土砂災害の集中域 3) 

独）防災科学技術研究所HP 土砂災害リストを参考に作成 

図-5.2 国道 4号線福島県福島市伏拝地区復旧前後の状況 9) 

東北地方整備局 道路部 緊急情報／防災情報 平成23年 3月 31日 17：00 

図-5.3 国道 45号線未開通区間（迂回路確保）10) 

東北地方整備局 仙台河川国道事務所  

防災情報 平成23年 3月 13日より 
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鉄道被害のうち，東北新幹線では土砂移動による被害は報告されておら

ず，本震・余震含め約 1750 箇所の被害箇所を 4 月 29 日までに復旧し全線

で運転を再開した。 

一方，在来線では約 5250 箇所のうち，落石による約 30 箇所を含む７路

線の被害が報告されている。これらの復旧作業では，津波による運休を除

き山田線・大船渡線・気仙沼線が 4 月，石巻線・仙山線が 5 月，八戸線が

8 月，常磐線が 10 月に運転を再開している 11)。 

長野県北部地震では，JR 飯山線の森宮野原から横倉の区間で盛土の崩

壊による被害が発生（図-5.4）したが，早期復旧対応により 4 月 29 日に運

転を再開している。 

2.5.2.2 水道供給被害と復旧 

水道供給の被害は，地震発生時に約 220 万戸の断水戸数が

報告されている。これらのうち，津波による家屋流失地域は

46,818 戸 12)であり，それ以外は地表面の変動（断層性）や

土砂移動によるものである。 

津波以外の地区に関して，土砂移動のみによる被害は整理

されていないが，12 月 22 日現在，復旧がなされていないの

は福島県福島市の法面崩落による避難指示地域の 19 戸のみ

となっている 10)。それ以外の地域は 9 月 2 日に復旧を完了し

ている。 

長野県北部地震では，土砂災害による被害が多く，特に被

害が大きかった長野県栄村では新潟県の復旧（3 月 28 日）に

比べ 2 週間以上長期化している 12)。 

2.5.2.3 電力供給被害と復旧 

電力供給の被害は，3 月 11 日の本震による発電所の停止と

送電施設の被害により，東北電力管内で約 466 万戸 13)，東京

電力管内で約 405 万戸 14)が停電した。これらのうち，土砂移

動が関与したものは明確に分離できないが，山間地域を通過

する道路で発生した地すべり等では，電柱の倒壊や電線の断

線が発生している。3 月 11 日には早期調査が行われ被害戸数

が発表されている。東京電力管内では土砂移動による影響は

発表されていないが，東北電力管内では，地すべりと転石に

よる被害が報告されている。転石による影響は 2 箇所，地す

べりによる影響は，3月15日に 5箇所，3月16日に11箇所，

3 月 17 日に 12 箇所，3 月 25 日に 13 箇所，4 月 1 日に 14

箇所，4 月 7 日に 17 箇所，4 月 13 日 20 箇所と報告されて

いる 13)。 

電力の供給は，土砂災害の被害報告がない東京電力管内で

は 3 月 19 日 18 時時点で全て復旧しているのに対して，東北

電力管内では 6 月 18 日の復旧となっている。 

2.5.2.4 ガス供給被害と復旧 

社団法人日本ガス協会の報告 15)では，ガス供給の被害は地

震発生時に青森から神奈川の 8 県下で約 40 万 2 千戸となっ

ている。このうち土砂移動による影響は不明である。 

これら被害は，１法人・５９事業者の復旧活動により，5

月 3 日に復旧活動を終了している。 

図-5.4 JR飯山線の被災状況 

㈱環境地質 稲垣秀輝氏 3月 31日撮影 
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2.5.2.5 通信手段の被害と復旧 

NTT 固定電話や携帯電話の電話線および基地局被害により，長期不通話期間が発生した。NTT 固定電話では

約 150 万回線が不通（3 月 13 日），携帯電話では約 14,800 局の停波基地局（3 月 12 日）が発生した 16)。これら

の被害のうち土砂移動による影響は不明である。NTT では地震発生当日に通話規制が行われたが翌日には解除さ

れている。被害の復旧は，4 月中旬（ソフトバンク）～4 月末（NTT，AU）に概ね完了している 17)，18)。 

 

2.5.3 土砂移動によるライフライン等への被災が社会的・経済的側面に与えた影響 

6 月 24 日時点で内閣府から発表された被害額推計 19)では，建築物等の被害額約 10 兆 4 千億円，ライフライン

施設の被害約 1 兆 3 千億円，社会基盤施設の被害約 2 兆 2 千億円，農林水産関係の被害約 1 兆 9 千億円，その他

約 1 兆 1 千億円，総計で約 16 兆 9 千億円であり，阪神淡路大震災の総計約 9 兆 6 千億（国土庁）を大きく上回

っている。 

この大規模かつ広範囲な被害の主たる原因は，地震時の地盤変動と津波によるものであり，土砂移動による影

響は霞みがちであるが，土砂移動による被害は復旧作業を困難にさせ復旧に要する時間を更に長期化させている。 

地震そのものによる社会的・経済的影響と土砂移動による影響を分離し，定量的に評価することは非常に難し

いが，以下に土砂移動が与えた影響を推定も含め整理する。 

2.5.3.1 社会的側面に与えた影響 

土砂移動によるライフライン被害により復旧までに長期間を要することで，社会基盤の復旧作業そのものを長

期化させ復旧作業全体に影響を及ぼした。 

土砂移動による道路被害により，交通流通は長期間遮断されており，現時点でも土砂移動による被害箇所の復

旧がなされていない地区が残っている。これは土砂移動特有の被害であり，崩壊の拡大，地すべりの再活動化等

によるものである。このような土砂移動に伴う崩壊拡大や地すべりの危険性は，ライフライン全般に及んでいる。 

宅地や道路の盛土区間でも，地すべり発生による影響を調査し安全性を確保するまでの期間は復旧対応できな

いことによる長期化や，通常の復旧作業に比べ土砂移動対策を実施するための長期化という形で影響をあたえた。

また，崩壊や地すべりが発生した箇所の周辺に位置する急傾斜地や地すべり危険箇所では，余震による土砂移動

の危険性が懸念され社会的不安を増大させた。自主避難も含め，避難勧告による避難世帯は約 1300 世帯（うち

長野県北部地震は約 800 世帯）であった 20)。 

余震も含め震度 5 以上の地域内にある土砂災害危険箇所は，212 市町村 32,392 箇所に及んだ 21)。土砂移動の

危険性の判断は専門家に依存するため，国土交通省の TEC－FORCE による点検（復旧も含め，のべ人員 18,115

名，機材のべ 24,786 台）や専門家による危険度評価（点検）が実施された。 

このように土砂移動による社会的側面に与えた影響では，復旧の長期化，崩壊・地すべり拡大による社会的不

安，膨大な復旧対応人員が主となっている。 

2.5.3.2 経済的側面に与えた影響 

経済的な影響では，工場被害による生産力減少（全国に影響）や自粛による経済の冷え込み，雇用の減少によ

る経済の非活性化が挙げられる 22)。これらは土砂移動による影響のみではなく，大規模災害が発生した場合に一

般的に言えることである。 

土砂移動による直接的な影響は，ライフライン被害の復旧までに長期間を要することで，経済的にも影響を及

ぼしている。一般的な復旧作業に比べ，土砂移動による被害では調査期間の長期化や対策施設の設計・施工費用

が負担増となる。交通網は経済流通の基盤であり，交通網の復旧の遅れは経済復旧の遅れにつながり，復旧全般

に影響を及ぼしている。造成地や山間地における地すべりや急傾斜地での崩壊は，個人の資産的被害を増大させ

ている。特に地すべりの発生は，水道や下水道，ガス等の地中配管を寸断させ大きな被害を発生させた。造成地

の地すべりや急傾斜地の崩壊は，宅地そのものの資産価値も低下させる。 

土砂移動による文化財や観光資源の大きな被害は報告されていないが，東松島市や松島周辺の海岸斜面での崩

壊が報告されている 23），24)。海岸斜面の崩壊は，津波による市街地の甚大な被害に比べれば小規模ではあるが，

海溝型地震による崩壊の特徴といえる。景観は復旧困難な観光資源であり，経済面に与えた影響は大きい。 

土砂移動による経済的側面に与えた影響では，直接的な影響として一般的な復旧に対して対策施設を伴うこと

による復旧費用の増加や資産価値の低下，間接的な影響として復旧の長期化による経済流通の遅れや文化財の被

災に伴う経済活動への影響が主となっている。 
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2.5.4 まとめ 

 本章では, 東北地方太平洋沖地震被災範囲の関係機関の資料に基づき，土砂移動によるライフライン等への被

災が社会的経済的側面に与えた影響を整理したが，津波による被害が甚大であり土砂移動に特化した報告事例は

非常に少ない。土砂災害のみを数値的に分離した報告も限られているため，定量的な評価は困難であり一般的（定

性的）な整理となった。 
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2.6 岩手県一関市・二戸市における地震に伴う住民聞き取り調査 

2.6.1 調査手法 

地震時において震災時の住民の行動や地震に対する印象、行政への意見・要望等をに関する聞き取り調査を実

施した。本調査は、2011 年 5 月 18 日と 9 月 26 日に一関市、2011 年 10 月 20 日に二戸市で実施した。聞き取り

調査の対象人家は2.1の岩手県内の土砂災害発生状況と分析で述べた地震で新規に崩壊の発生した箇所の周辺の

人家を抽出した。その内訳は、一関市-10 名、二戸市-4 名である。全て個別訪問形式で行った。 

 

表 6-1 聞き取り調査内容 

  実施日 手法 質問項目数 

一関市 

  

2011/5/18  

1 戸ずつ訪問 

 

全 30問 2011/9/26 

二戸市 2011/9/29 

 

 

 

 

写真 6-1 一関市三室平の住民聞き取り調査（2011/9/26 撮影） 

聞き取り調査は、上述したように震災時の住民の行動や地震に対する印象、行政への意見・要望等を含めた全

30 問となっている（表 6-2）。 
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表 6-2 個別聞き取り調査項目 

質問項目

Q1 地震の認知
Q2 地震を感じた場所
Q3 地震時の行動
Q4 地震を感じた瞬間の行動
Q5 地震を感じた場所の詳細
Q6 家具の動き
Q7 住宅全体の揺れ
Q8 住宅への被害
Q9 屋外の様子
Q10 揺れてる時間
Q11 最も強く感じた瞬間
Q12 地震の怖さ
Q13 岩手・宮城内陸地震と比較して
Q14 地震の認知
Q15 地震を感じた場所
Q16 地震時の行動
Q17 地震を感じた瞬間の行動
Q18 地震を感じた場所の詳細
Q19 家具の動き
Q20 住宅全体の揺れ
Q21 住宅への被害
Q22 屋外の様子
Q23 揺れてる時間
Q24 最も強く感じた瞬間
Q25 地震の怖さ
Q26 岩手・宮城内陸地震や3.11と比較して
Q27 震災前後での防災意識の変化
Q28 日頃からの取り組み
Q29 被害最小限化に必要な事
Q30 行政への要望

3月11日
に関して

4月7日に
関して

防災意識
に関して

意見・要望
 

2.6.2 調査結果 

 2.6.2.1 一関市 ［本震について］ 

 一関市における本震時（2011 年 3 月 11 日）の聞き取り調査結果については次の通りである。 

 

・地震発生時の行動としては、「身の危険を感じたが屋内にとどまった」との回答が多かったが、中には「意識し

て・とっさに外へ逃れた」とする回答も見られた。また、発生時間が午後 15 時あたりであったため、車を運転

していた人や農作業をしていた人は、その場で立ち往生していたという（その他に含まれる）（図 6-1）。 

・家全体の揺れとしては、「激しく揺れたとする」回答が最も多く、「倒れんばかりに揺れた」と回答した住民は

一人もいない（図 6-3）。 
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・住宅への被害としては、「幸い、全然なかった」との回答が 10 名中 2 名であり、ほとんどの住宅で何らかの被

害を受けている。被害の形態としては、「額がはずれたり、掛物が落ちた」という軽度のものから、「家の傾きが

目立った」という重度のものまで様々である。また、巨礫が落ちてきて倉庫が大破したという回答もあった（図

6-5）。 

・地震の揺れている時間としては、「非常に長かった～いつ終わるとも知れなかった」とする回答が多かった（図

6-7）。 

・地震を最も強く感じたのは「かなり速い繰り返しの横揺れ」とする回答が多い。また、その後「ドンと突き上

げてくるような縦揺れ」に変化したと答えた住民もいた（図 6-9）。 

・地震の怖さの程度としては、「かなり怖かった～非常に怖かった」という回答が多い。だが、固い地盤の上に住

んでいる住民には「なんとも思わなかった」と答えた人もいた（図 6-11）。 

・過去の地震（岩手・宮城内陸地震など）との印象を聞いたところ、怖さ・大きさ共に東日本大震災の方が圧倒

的とする回答が多かった。だが、岩手・宮城内陸地震発の影響で田んぼの水の跳ね返りを目撃した住民は、当時

の地震に対する恐怖感が勝っていると言っていた（図 6-13）。 

 

2.6.2.2 一関市［余震について］ 

一関市における余震時（2011 年 4 月 7 日）の聞き取り調査結果については次の通りである。 

 

・余震発生が遅い時間であったため、聞き取り対象者全員が家にいた。10 人中 4 人は就寝、残りの 6 人のうち 4

人は横になっていた（テレビを見ていた、寝る準備をしていた）状態であった（図 6-15）。 

・地震発生時の行動としては、3.11 の時に比べ「とっさに屋外に逃れた」住民は少なく、「危険を感じつつも屋

内に留まる」人や、「なにもしなかった（できなかった）」という回答が多くなった。 

・家全体の揺れとしては、「倒れんばかりに揺れた」という回答はなかったが、「非常に激しく揺れた」という回

答が多く見られた（図 6-17）。 

・住宅への被害では、「幸い、全然なかった（4 名）」という回答が多かったが、中には「かなりひび割れが入り、

柱の継ぎ目の食い違いも目に付く（1 名）」住宅もあった（図 6-19）。 

・地震の揺れている時間としては、「どちらともいえない」、「長かった」とする回答が多く、揺れの時間としては

3.11 の時より短く感じた事が伺える（図 6-21）。 

・地震を最も強く感じたのは「ドンと突き上げてくる感じの揺れ」と回答するものが多かった。また、最も強い

揺れを「区別できなかった」とする住民も 3 名見られた（図 6-23）。 

・地震の怖さの程度としては、「少々」、「かなり」、「非常に怖いと思った」など様々な回答が得られ、それぞれに

おいて感じ方に差が生じる結果となった（図 6-25）。 

・過去の地震や 3.11 との印象を聞いたところ、4/7 が一番怖かったとする住民が 5 名、3.11 の方が怖かったとす
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る住民が 2 名であった。余震は夜中に発生し、住民もすぐに動ける状態でなかったことからより恐怖感を感じた

と考えられる（図 6-27）。 

6.2.3 一関市［震災後の防災意識の変化、行政への要望・意見］ 

なお図示にはしていないが、本震・余震を通して、震災後の防災意識の変化、行政への要望・意見については

以下のとおりである。 

 

・震災後、防災意識が高まったと回答した住民は 10 名中 7 名であった。 

・防災意識の高まりの中で日頃から取り組むようになった事を聞いたところ、「非常食などの準備（3 名）」や「危

険箇所の見回り（3 名）」、「ご近所同士の連絡（4 名）」を挙げる住民が多かった。 

・今後の自然災害からの被害を最小限に止めるのに必要だと思えることを聞いた。すると、「防災情報を伝達する

ためのシステム整備（8 名）」、「地区の防災活動の活発化（4 名のうち 3 名が［若い防災リーダーが必要］と回答）」

の 2 つが多く挙げられた。 

・行政への希望としては、自宅を含めた付近の修繕を早く行ってほしいとする声が多い。 

 

2.6.2.4 一関市のまとめ 

本震と余震の違いとして挙げられるのは、「住宅への被害」「揺れの時間」、「強く感じたときの揺れ」、「地震の

怖さ」の 4 点である。1 点目の「住宅の被害」は、本震によるものが多く、その被害形態が様々であったのに対

し、余震では被害を受けなかった住宅がほとんどなかった。これは、本震によって、潜在的に被害を受け得る箇

所が先に被災したとも考えられるが、詳細は不明である。2 点目の「揺れの時間」は、本震の方が余震よりも長

時間の揺れが続いていたことが分かった。3 点目の「強く感じたときの揺れ」は本震では「かなり速い繰り返し

の横揺れ（8 名）」と回答した住民が多いのに対し、余震では「ドンと突き上げてくる感じの揺れ（5 名）」との

回答が最多であった事から、本震と余震では地震動にも違いがみられる結果となった。4 点目の「地震の怖さ」

は、過去の地震との比較からも分かるように、余震に対して恐怖感を感じた住民が多い結果となった。その理由

としては、余震が、住民が就寝あるいは横になって休んでいるときに発生し、夜中であったためにうまく身動き

が取れなかったことが要因の 1 つとして考えられる。 

また、明るい時間帯に地震が発生すると、とっさに屋外へ逃れようとする住民が多かったことが分かった。だ

が、聞き取りの中で「巨礫が落ちてきて、倉庫が大破した」との証言もあったので、地震時に慌てて外に逃げる

事は、非常に危険を伴うことであると言える。住民は、地震が起こったらまずテーブルなどの下に身を隠すこと

を先決し、その後揺れの収まりと共に戸をあけて出口の確保をする流れを覚えておく必要があるだろう。 

 

2.6.2.5二戸市 ［本震について］ 

二戸市における本震時（2011 年 3 月 11 日）の聞き取り調査結果については次の通りである。 
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・4 名中 3 名が自宅におり、残りの 1 名は外で農作業をしていた。 

・地震発生時の行動としては、自宅いた住民は「意識して・危険を感じてとっさに外へ逃げた（2 名）」者と「身

の危険を感じたが屋内に留まった（1 名）」者に分かれた（図 6-2）。 

・家具の動きを確認したかと尋ねたところ、「激しく動いた」、「激しく動き、倒れたり落ちたりした」とする回

答が 1 名ずつから挙がった。 

・家全体の揺れとしては、「激しく揺れた」、「非常に激しく揺れた」とする回答が 1 つずつあった（図 6-4）。 

・住宅への被害としては、4 名中 3 名は「幸い、全然なかった」と回答した。しかし、残りの 1 名の自宅の裏側

では本震による地すべりが発生した（二戸市石切所杉の沢）。このため、外の塀には無数のひび割れが目立ち、中

には崩れ落ちているものも見られた（図 6-6）。 

・地震の揺れの時間については、「長かった（2 名）」、「非常に長かった（1 名）」との回答に加え、「いつ終わる

とも知れなかった（1 名）」と答えた住民もいた（図 6-8）。 

・地震を最も強く感じたのは、3 名が「かなり速い繰り返しの横揺れ」と回答した。残りの 1 名は「ドンと突き

上げてくる感じの揺れ」と回答した。また、中には、木につかまっていないと立っていられなかったという人も

いた（図 6-10）。 

・揺れの怖さとしては、1 名が「非常に怖い」、2 名が「かなり怖い」、1 名が「なんとも or 少々怖い」と回答し

た（図 6-12）。 

・過去の地震と比較すると、全員が本震の地震が圧倒的だと回答した（図 6-14）。 

 

2.6.2.6 二戸市における余震について 

二戸市における余震時（2011 年 4 月 7 日）の聞き取り調査結果については次の通りである。 

・地震発生時、全員が自宅にいた。 

・地震発生時、3 名は就寝、1 名は寝る直前で横になっていた。 

・地震が起こった瞬間の行動としては、3 名が「身の危険を感じてとっさに外へ逃れた」と回答した。また、1

名は本震からの相次ぐ余震で慣れてしまったため、「なにもしなかった」と回答した（図 6-15）。 

・家具の動きとしては、「停電のため確認できなかった」と回答した住民が 1 名いたが、他の 3 名は、暗闇なが

らも家具の動きを認識していた。動きとしては「わずか・激しく・倒れて落ちたりした」に 1 名ずつ回答があっ

た（図 6-17）。 

・住宅全体の揺れとしては、2 名が「かなり揺れた」、1 名が「非常に激しくギシギシ揺れた」、1 名が「倒れんば

かりに揺れた」と回答した（図 6-19）。 

・住宅への被害としては 3 名が「幸い、何もなかった」とした。しかし、1 名は「かなりひび割れが入り、柱の

継ぎ目の食い違いも目に付く」と回答しており、本震だけでなく余震でも住宅への被害が出る結果となった（図

6-21）。 
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・地震の揺れている時間としては、2 名が「短かった」、1 名が「どちらともいえない」、1 名が「非常に長かった」

と回答しており、若干個人差がみられる（図 6-23）。 

・地震を最も強く感じたのは、3 名が「ドンと突き上げてくる感じの揺れ」の時と回答している。残りの 1 名も

「どちらかというと縦揺れ」と回答していることから、余震では縦揺れがメインであったと考えられる（図 6-25）。 

・地震の怖さに関しては、1 名が「なんとも思わない」、2 名が「少々怖い」、1 名が「絶望的になった」と回答し

ており、地震の揺れと同様個人差がみられる（図 6-27）。 

・過去の地震と比較すると、本震との優劣ははっきりとしなかったが、3 年前の岩手・宮城内陸地震よりは怖い

印象を持っていた。また、余震が多すぎたことから、怖さを感じなくなっている住民もいた（図 6-29）。 

 

2.6.2.7 二戸市における震災後の防災意識の変化、行政への要望・意見 

なお図示にはしていないが、本震・余震を通して、震災後の防災意識の変化、行政への要望・意見については

以下のとおりである。 

・4 名中 3 名は防災意識が高まったと回答した。 

・防災意識の高まりの中で、日頃から取り組むようになった事としては、2 名が「危険箇所の見回り」と回答し

た。また、防災意識は高まったものの、住宅の被害が多大であることから何も行動に移せない住民もいた。 

・今後、自然災害からの被害最小限化に必要な事としては、2 名が「危険箇所や防災知識・意識を高める事」、「避

難場所や避難路の整備」と回答した。 

・行政への要望としては、地すべり発生地での排水対策や避難訓練実施を求める声が多く聞かれた。また、家が

全壊した家庭への経済支援が少なすぎるといった金銭面での意見も出ている。 

 

2.6.2.8 二戸市のまとめ 

 本震と余震の違いとして挙げられるのは「家全体の揺れ」、「揺れの時間」、「強く感じたときの揺れ」、「地震の

怖さ」の 4 点である。1 点目の「家全体の揺れ」としては、余震より本震の方で、揺れの大きさを感じ取った住

民が多い結果となった。次に 2 点目の「揺れの時間」では、本震が余震も長かったとする回答が多く見られ、一

関の住民と同じ感覚を持っていた。3 点目の「強く感じたときの揺れ」としては、本震では「かなり速い繰り返

しの横揺れ」と回答する住民が多かったのに対し、余震では「ドンと突き上げてくる感じの揺れ」との回答が多

かった。よって本震と余震で強く揺れたときの揺れ方は別の形態をとっていたと考えられる。最後に 4 点目の「地

震の怖さ」では、本震の方のインパクトが余震よりも強かったというニュアンスの回答が多く挙げられた。一方

で、本震後の余震が何度も発生していたことから、地震に対する「慣れ」を覚える住民も存在している。また、

行政への要望として印象的であったのが、排水対策を頼んでいた土地で地すべりが発生したことだ。その地すべ

りにでは幸運にも人的被害は出なかったが、住宅が下方へ 30ｍも移動する地すべりであったために付近の住民へ

の衝撃はかなり大きかったようだ。 
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［本震についてのグラフ］ 

（1）地震発生時の行動 

  

図 6-1 地震発生時の行動（一関 n=10）         図 6-2 地震発生時の行動（二戸 n=4） 

 

（2）家全体の揺れ 

  

図 6-3 家全体の揺れ（一関 n=10）         図 6-4 家全体の揺れ（二戸 n=4） 

 

（3）住宅への被害 

   

図 6-5 住宅への被害（一関 n=10）           図 6-6 住宅への被害（二戸 n=4） 
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（4）揺れの時間 

  

図 6-7 揺れの時間（一関 n=10）        図 6-8 揺れの時間（二戸 n=4） 

 

（5）地震を最も強く感じた時の揺れ 

  

図 6-9 地震を最も強く感じた時の揺れ（一関 n=10）図 6-10 地震を最も強く感じた時の揺れ（二戸 n=4） 

 

（6）地震の怖さ 

  

図 6-11 地震の怖さ（一関 n=10）          図 6-12 地震の怖さ（二戸 n=4） 
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（7）過去の地震（岩手・宮城内陸地震等）との比較 

  

図 6-13 過去の地震との比較（一関 n=10）     図 6-14 過去の地震との比較（二戸 n=4） 

 

［余震に関するグラフ］ 

（1）地震発生時の行動 

  

図 6-15 地震発生時の行動（一関 n=10）     図 6-16 地震発生時の行動（二戸 n=4） 

 

（2）家全体の揺れ 

  

図 6-17 家全体の揺れ（一関 n=10）         図 6-18 家全体の揺れ（二戸 n=4） 
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（3）住宅への被害 

  

図 6-19 住宅への被害（一関 n=10）        図 6-20 住宅への被害（二戸 n=4） 

 

（4）揺れの時間 

  

図 6-21 揺れの時間（一関 n=10）        図 6-22 揺れの時間（二戸 n=4） 

 

（5）地震を最も強く感じた時の揺れ 

  

図 6-23 地震を最も強く感じた時の揺れ（一関 n=10）図 6-24 地震を最も強く感じた時の揺れ（二戸 n=4） 

 

 

 

126



97 

 

（6）地震の怖さ 

  

図 6-25 地震の怖さ（一関 n=10）         図 6-26 地震の怖さ（二戸 n=4） 

 

（7）過去の地震（岩手・宮城内陸地震）と本震との比較 

  

図 6-27 過去の地震と本震との比較（一関 n=10）  図 6-28 過去の地震と本震との比較（二戸 n=4） 

 

 

2.6.3 聞き取り調査のまとめ 

一関市と二戸市を対象とした聞き取り調査から、震災に関していくつか分かった事がある。まず、地震発生に

伴う住民の避難行動が様々であり統一的でないという事である。基本的に地震発生時には、まず身の安全を守る

事、次いで、揺れの収まりと共に出口を確保する順が適切とされ、避難訓練でもそのような事がしばしば行わる

20)。しかし、現状としては、「とっさに外に逃れる」の中には、夜中で視界が悪い時にもそういった行動を住民

が多く、自らの被災リスクを高めてしまっている傾向がみられるので、今一度、地震発生時の避難行動について

見直す必要があるだろう。また、地震の特徴である「揺れの時間」、「強く感じたときの揺れ」は一関市と二戸市

の住民の感じ方に大きな違いは見られなかったものの、「地震の怖さ」では、一関市において、余震が最も強く怖

かったと感じた住民が多かったのに対し、二戸市では、本震と余震の優劣が曖昧か、余震を怖いと思わない住民

も存在した。このことから、余震は一関でよりインパクトを残した反面、二戸市ではさほど記憶に刻まれるほど

衝撃のある地震でなかったことが伺える。また、この本震と余震は、住民の防災意識の高まりに影響を及ぼして
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いる。そして、この意識の高まりとともに、災害に対して日頃から準備するようになった住民が何名も見られた。

特に「危険箇所の見回り」は、一関市と二戸市の両方の住民が取り組むようになったと回答している。それに加

え、一関では「ご近所同士の連絡」に取り組んだりしている住民や、意見として「（若い）防災リーダーの形成」

を願う住民もいた。今後はこのような意識の高まりで実践するようになった行動を、より多くの住民に波及させ、

地域の防災力向上に繋げていけるかがカギとなる。行政としては、地域の防災リーダー確立の支援などもしてい

くことが求められるだろう。 

 

 

参考文献 
１）井良沢道也，高橋 歩（2012）東日本大震災による岩手県内で発生した斜面崩壊の実態とその分析．岩手大学

演報 43：97-106． 

２）社団法人日本地すべり学会(2012)地震による斜面変動の実態把握と特徴の類型化報告書．社団法人日本地す

べり学会，pp.42-59． 

３）社団法人日本地すべり学会（2012）豪雨や地震などによる斜面崩壊などの実態と土砂災害発生機構・減災手

法に関する研究報告書.社団法人砂防学会，pp.17-22，53-56，93-96． 
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2.7 岩手県内の盛土地盤における現地調査 

2.7.1 はじめに 

東日本大震災及び余震では、宮城県を中心に、（谷埋め）盛土した地盤が地震の影響で崩れ、そこに造成された

住宅地が被災するケースが多く見られたが、そのような被害は岩手県においてもいくつか確認されている。そこ

で、大震災及び余震の影響により、岩手県内で（谷埋め）盛土を施した地盤で崩壊が発生した箇所のうち、二戸

市杉の沢石切所（谷埋め盛土）、一関市舘ニュータウン（盛土）、一関市舞川小学校（盛土）の 3 箇所において、

現地調査の実施や過去と現在の地形図を比較し、地形の変化を確認した。 

 

2.7.2  二戸市杉の沢石切所 

この場所は、東日本大震災（本震）の影響で、谷埋め盛土した地盤上に造成された住宅が、下方に 30ｍ移動す

る地すべりが発生した（写真 7-1，写真 7-2，写真 7-3）。地形図からも、確かにこの場所が谷埋め盛土されてで

きた地盤であった事が判読できた（図 7-1，図 7-2）。その時期は聞き取り調査では昭和 50 年代初め頃とのこと

であった。一方、現地調査では、地すべり発生の原因になったであろう地下水の流出が確認されたほか、住民に

当時の様子を伺ったところ、本震が発生し、まだ揺れが収まっていない状況で地すべりが発生した事が分かった。

また、地すべり地滑落崖において簡易貫入試験も実施した。 

 

写真 7-1 地すべり性崩壊発生直後（岩手県砂防災害課提供 2011/3/12 撮影） 

約 30m 
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  写真 7-2（左） 二戸市杉の沢石切所（Google earth 2011/6/9 撮影） 

写真 7-3（右） 二戸市杉の沢石切所（Google  earth 2011/6/9 撮影） 

 

 

図 7-1（左）二戸市杉の沢石切所（昭和 45 年 12 月 28 日発行 国土地理院） 

             図 7-2（右） 二戸市杉の沢石切所（平成 19 年 同） 

簡易貫入試験を急傾斜地調査指針に基づき、財団法人砂防・地すべり技術センターの依頼により製作された斜

面調査用器械を用いて行なった。図 7-3 に、今回の試験結果を示す。簡易貫入試験を実施した付近の写真を写真

7-4，写真 7-5 に示す。 

100m 

100m 
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図 7-3 石切所における簡易貫入試験の結果（2011/9/26 実施） 

 

 

 

 

 

 

  

 

写真 7-4（左）簡易貫入試験を実施した付近の写真       写真 7-5（右）同地点 

  

この結果から、約 300 ㎝程度で急激に堅固になり、、既往研究例ではＮｃ値 20 を基岩面と表層土層との境界面と

する事例が多いことから、この層付近が地山と盛り土の境界部と考えられる。また、現地調査よりこの付近で地

下水の流出が認められた。 

 

2.7.3 一関市舘ニュータウン 

 この場所は 2011 年 4 月 7 日の余震による発生した。盛土地盤の崩壊が確認され、その中でも特に、開放され

た谷側に面した斜面側に位置している住宅に大きな被害が出ている（写真 7-6，写真 7-7）。また、国土地理院 2

万 5 千分の 1 地形図の比較により、被害の発生した家屋は盛土した地盤上に造成された住宅であることが分かっ

た（図 7-4，図 7-5）。 

一方、現地調査では至る所で亀裂や住宅の傾きが確認された（写真 7-8）。また、住民の方に聞き取りを行った

ところ、被害の大きかった住宅の人は、避難所や知人宅での生活を余儀なくされており、余震が発生して 5 ヶ月
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経った時点でも（2011/9/26 現在）、帰ってこられる目処は未だに立っていないという事であった。 

 

  

写真 7-6（左） 舘ニュータウン（Google  earth 2011/4/6 撮影） 

       写真 7-7（右） 一関市舘ニュータウン（Google earth 2011/4/6 撮影） 

 

   

図 7-4（左） 舘ニュータウン造成前（昭和 45 年 6 月 30 日発行 国土地理院） 

        図 7-5（右） 舘ニュータウン造成後（平成 19 年 同） 

  

写真 7-8（左） 斜面側にあった住宅の傾き（2011/9/26 撮影） 

写真 7-9（右） 崩壊のあった斜面：ブルーシートをかけて水の浸入を防いでいる（2011/9/26 撮影） 
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2.7.4 一関市舞川小学校 

本箇所は余震の影響で、盛土された地盤の中でも、舘ニュータウンと同様に開放された谷側に面した斜面部分

に近い部分での崩壊が目立った（写真 7-10，7-11）。校舎自体には特に大きな被害は出なかったのは幸いであっ

たが、もし崩壊が校舎にまで及んでいたならば、多くの被害者を出した可能性もあり、改めて盛土地盤上におけ

る宅地・学校の造成の危険さを感じた（写真 7-12～16）。また、国土地理院 2 万 5 千分の 1 の地形図の比較より、

崩壊した箇所は特に、盛土した地盤でも谷を埋めた地点の斜面上部の方に多いことが分かった（図 7-6，図 7-7）。 

 

写真 7-10 一関市舞川小学校（平面 Google  earth） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7-11 一関市舞川小学校（立体 Google  earth） 

① 

② 

③ 

① 

② 

③ 
③ 

① 

② 
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写真 7-12（左） ①―（1） 駐車場斜面側（2011/08/09 撮影） 

               写真 7-13（右） ①―（2）駐車場斜面側（2011/08/09 撮影） 

  

写真 7-14（左） ② 体育館裏（2011/08/09 撮影） 

           写真 7-15（右） ③―（1） プール裏（2011/08/09 撮影） 

 

写真 7-16 ③―（2）プール裏（2011/08/09 撮影） 
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図 7-6（左） 舞川小学校設立前（昭和 45 年 6 月 30 日発行 国土地理院） 

図 7-7（右） 舞川小学校設立後（平成 19 年 同） 

 

今回、現地調査を実施できたのは 3 箇所であったが、そこから地震に伴う盛土地盤の崩壊の危険性を十分に感

じ取ることができた。また、一関市舘ニュータウンと舞川小学校を例にとっても分かるように、盛土した斜面側

において特に被害が多く見られるのが特徴である。よって、このような部分への住宅の造成はなるべく控えるこ

とが望まれるが、それと同時に、既に危険な場所に住宅などが造成されている場合は、被害を最小限に止める為

の補強策も随時考えていかなければならないだろう。 

  

2.7.5 まとめ 

盛土地盤（谷埋め地を含め）での崩壊箇所を対象とした現地調査では、地震に対する盛土地盤に脆弱さが改め

て確認され、その中でも特に、過去に谷であった部分への盛土地盤や開放された谷側の斜面に面している部分で

の（地すべり性）崩壊が顕著であることが判明した。二戸市杉の沢石切所では、地すべり性崩壊跡地において、

この崩壊に影響したと考えられる地下水の流出が認められたことから、今後は、谷埋め盛土地盤での排水対策を

重点的に進めていく事が望まれる。また、一関市舘ニュータウンや舞川小学校では、斜面に面していた住宅やフ

ェンスが地盤の崩壊とともに斜面方向へずれ込む姿が見られ、その危険性の高さを示す結果となったことから、

今後はこのような部分への十分な対策と、盛土地盤上に住宅を造成する際には、斜面に面した部分への造成を控

えるといった配慮も、当然のことながら必要であると言える。 

 
参考文献 
１）井良沢道也，高橋 歩（2012）東日本大震災による岩手県内で発生した斜面崩壊の実態とその分析．岩手大学

演報 43：97-106． 

２）社団法人日本地すべり学会(2012)地震による斜面変動の実態把握と特徴の類型化報告書．社団法人日本地す

べり学会，pp.42-59． 

３）社団法人日本地すべり学会（2012）豪雨や地震などによる斜面崩壊などの実態と土砂災害発生機構・減災手

法に関する研究報告書.社団法人砂防学会，pp.17-22，53-56，93-96． 
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2.8 まとめと今後の課題 

 

2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の地震が発生

した。東北地方から関東地方の太平洋沿岸では津波による大きな被害が発生し，宮城県栗

原市で震度 7，宮城県，福島県，茨城県，栃木県で震度 6強など，東北地方から関東地方に

至る広範囲で強い揺れを観測した。 

 各地で土砂災害や海岸林の被災などが発生し、今後の二次災害も危惧された。このため、

砂防学会では東北地方太平洋沖地震災害調査委員会（委員長：鈴木雅一）を設置した。本

報告書は本調査委員会の土砂災害の実態を把握するために設置された第２班の構成メンバ

ーが実施した成果をとりまとめたものである。 

 

 第 2班の取り組んだ成果を簡単にまとめると以下のとおりである。 

 

Ⅰ．衛星写真や航空写真、航空 LP 測量による広域調査（分布、規模、形状）においては、

本地震後に実施された人工衛星（だいち、TerraSAR-X）や航空機による写真撮影およびレ

ーザープロファイラ等の調査概要をとりまとめた。また、ヘリコプターによる写真撮影に

おいては、国総研が地震発生翌日の 3 月 12 日と 3 月 14 日にヘリ調査を実施したものをと

りあげた。国総研が衛星画像を用いて行った震度 5 強以上とされた地域が概ね含まれるエ

リアを対象に各広域調査手法による崩壊地判読を実施した。本結果では，地すべり地や小

規模な崩壊地は認められたものの，河道閉塞を形成するような大規模な崩壊地は認められ

なかったことが報告されている。今回のような巨大地震による広域的な土砂災害発生時に

おける被害把握のために各広域調査手法は有効であり、引き続き課題の整理が望まれる。 

 

Ⅱ．現地調査による実態把握では、班員がそれぞれ独自で県ごとに調査を行った結果を

とりまとめた。 

対象とした県は、岩手県 、宮城県、茨城県、栃木県 、新潟・長野県では長野県の中条

川、そして山形県である。全体として、地震発生による斜面災害発生箇所は集中区域が見

られる。宮城県松島湾や福島県南部～栃木県北部（地すべり・崩壊）、福島県いわき市周辺

（崩壊・地すべり）、長野県北部～新潟県南部（地すべり）である。一方、北上山地や阿武

隈山地の中古世層や花崗岩分布域での発生は少ない。 

相対的に軟岩（新第三紀以降）からなる地域で発生が多かった。また仙台市などでは造成

盛土宅地の斜面変状では、長い強震動で移動方向の異なるいくつかの小ブロックでの沈下

や塑性変形やすべりが生じた。全体に発生箇所数は震度５強から増加し、震度 6 弱以上で

急激に増加する。 

特に海溝型地震による斜面変動の特徴を示すものとして、茨城県内や仙台市での斜面災

害のように揺れの過程ですべり土塊は一体でなく、ブロックに分かれて移動していったこ
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とがあげられる。長い揺れの間に斜面に対して働く地震力の向きが変わった可能性がある。 

 

Ⅲ．代表的な災害地として被害の大きかった福島県いわき市及び白河市において 2011 年

9 月 10 日～11 日にかけて、集中合同調査を行った。参加者は 13 名であった。調査対象地

としては、いわき市桜本（崩壊）、いわき市上釜戸（初生地すべり）、地震断層周辺のい

わき市才鉢地区地すべり、白河市根田（崩壊）、白河市葉の木平（崩壊性地すべり）であ

る。また、湯ノ岳・井戸沢地震断層は遠望するのみであったが、構成メンバーにおいて、

航空 LP 測量データによる湯ノ岳・井戸沢地震断層の判読についてとりまとめた。特に白河

市葉の木平はテフラの存在や遷急線の存在、軟弱な粘土層の存在などが関係している可能

性がある。Ⅱでとりあげたように、地形や地質と今回の斜面災害は関連がみられそうであ

り、今後さらなる検討が望まれる。航空 LP測量データにより作成した陰陽図などで地表地

震断層の分布や規模などが判読できた。 

 

 Ⅳ．砂防・治山構造物などの施設災害では、東日本大震災により生じた砂防施設への被

害状況について取りまとめた。各県の砂防関係部局により取りまとめられた資料を収集し、

整理する方法を取った。本震災による砂防施設等における被害は、広範囲にわたって震度

７を記録した地震でありながら被害の個所数は概して少なく、被害の程度も軽微なものが

多かった。また、地震動による施設の破壊だけでなく、津波による破壊があったことも大

きな特徴と言える。今回収集した資料は、太平洋岸の４県であり、資料の総数は 3３件であ

った。岩手県からは被害報告が 16 件との回答があったが、被害の詳細のわかる事例は２件

であった。被害を受けた施設の内訳を見ると、急傾斜地対策施設の被害が最も多く、全体

の７６％を占めた。砂防施設がそれにつぎ、全体の１８％となり、地すべり対策施設の被

害は２件のみで全体の６％となった。また、砂防施設の被害を見ると、護岸工のクラック

やズレといった被害ばかりで、砂防堰堤の被害は見当たらない。また、①被害が軽微なも

のが多く、施設の機能を損なうような重大な被害は少なかったこと、②急傾斜地対策施設

の被害数が砂防施設の被害数を上回ったことなどは、いずれの地震事例においても共通す

る特徴であった。 

 

 Ⅴ．土砂移動によるライフライン等の被災が、社会的・経済的面に与えた影響では、今回

の地震により多くのライフラインが被害を受け、特に沿岸域では，津波による落橋により，

鉄道・道路の分断，港湾施設の破壊，強震動による段差の発生とこれに伴うガス・水道・

電気等，ライフラインは壊滅的な状況となった。一方，土砂移動によるライフラインへの

被災は，落石による道路の一時的な寸断は多数報告されているが，津波被害に比べると比

較的少ない。主なライフラインの被災に関しても，土砂移動によるものか否かは明確にな

っているわけではないが，山間地域での道路等への土砂移動はガス・水道・電気等のライ

フラインへの影響を与えている。ここでは，土砂移動によるライフラインへの被災状況 
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と，その被害が社会的に与えた影響，経済的に与えた影響を関係機関の HP 資料から整理

した。 

こうした手法で土砂移動によるライフライン等への被災が社会的経済的側面に与えた影

響を整理したが，津波による被害が甚大であり土砂移動に特化した報告事例は非常に少な

い。土砂災害のみを数値的に分離した報告も限られているため，定量的な評価は困難であ

り一般的（定性的）な整理となった。 

 

Ⅵ．岩手県一関市・二戸市における地震に伴う住民聞き取り調査では、地震時において

震災時の住民の行動や地震に対する印象、行政への意見・要望等をに関する聞き取り調査

を実施した。 

 

Ⅶ．岩手県内の盛土地盤における現地調査では、東日本大震災及び余震によって発生し

た盛土地盤での被害は岩手県においてもいくつか確認されていることから、大震災及び余

震の影響により、盛土（谷埋め盛土を含む）を施した地盤で崩壊が発生した箇所のうち、

二戸市杉の沢石切所（谷埋め盛土）、一関市舘ニュータウン（盛土）、一関市舞川小学校（盛

土）の 3 箇所において、現地調査の実施や過去と現在の地形図を比較し、地形の変化を確

認した。 

 

今後、今回発生した斜面災害発生箇所の地形・地質などからの類型化進める必要がある。

さらに、過去に発生した地震による斜面変動発生地震との比較、対策工事の実施されてい

る地区でのボーリングデータや地下水水位データなどの活用による地形・地質の詳細な検

討や地下水の関与などの検討が求められる。それらから海溝型地震による斜面災害の特徴

をさらに明らかにしていく必要がある。また、特定の場所では二次的移動の把握に向けて

モニタリングも必要と思われる。なお、第 2 班の成果が、過去の地震災害のレビュー、地震

動の性質と土砂災害の発生場、本震による山地の不安定化、復旧と復興に向けた課題と提

言、今後の地震による土砂災害低減に向けてなど、他班の今後の検討に役立つことを期待

する。またこれら他班の成果を受けて第 2 班の検討へのフィードバックも必要である。 
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１．はじめに

２０１１（平成２３）年３月１２日午前３時５９分に，長野・

新潟県境付近において，M６．７の地震（最大震度６強）

が発生した（震央３６°５９’６”N，１３８°３５’４８”E）。長野県下

水内郡栄村で最大震度６強，新潟県十日町市および津南

町で震度６弱を観測した（丸山ほか，２０１１）。本震の最

大加速度は，K―NET津南（NIG０２３，震源から６km）で

８０３．５gal（NS，EW，UDの３成分合成値）であった（図

－１）。この地震の震源は，十日町断層帯西部の南端に位

置する宮野原断層であると考えられている（松多ほか，

２０１１）。栄村では同日午前４時３１分と５時４２分に震度

６弱，午後１１時３４分に震度５弱，その他，同日に震度

４が１４回観測されている。この地震により，長野県栄

村，新潟県津南町，十日町市周辺において２３件の土砂

災害が発生した。土砂災害の内訳は，土石流等６件，地

すべり１２件，がけ崩れ３件，雪崩２件と報告されてい

る（国土交通省砂防部，平成２３年１２月１４日時点）。

本報では，長野県栄村の中条川上流で発生した大規模

崩壊と土砂流出の実態と，地震発生後の状況について報

告するとともに，堆積土塊の安定性や，応急対策工の効

果を判断するために，地震発生後に実施した現地調査と

地質ボーリングおよび水文観測結果を基に解析を行った。

２０１１年３月１２日長野県北部地震による栄村・中条川上流の土砂災害

平 松 晋 也＊１ 福 山 泰 治 郎＊１ 松 村 和 樹＊２ 池 田 暁 彦＊３

Shinya HIRAMATSU Taijiro FUKUYAMA Kazuki MATSUMURA Akihiko IKEDA

宮 坂 正 之＊４ 細 川 容 宏＊５

Masayuki MIYASAKA Yoshihiro HOSOKAWA

Abstract
On March 12, 2011, the North Nagano Prefecture Earthquake and subsequent aftershocks triggered several sediment-
related disasters, including two large-scale landslides that dammed the Higashi-irisawa River, a left tributary of the
Nakajo River in Sakae Village, Nagano Prefecture. The volume of the landslides was about two hundred thousand cubic
meters and one million cubic meters. In this report, we summarize the characteristics of the earthquakes, landslides and
subsequent debris flow, and emergency works following the disasters. Based on boring surveys of the sediment
accumulated on the streambed and other field measurements, we discuss the geological features and the hydrologic
response in the borehole and the dammed pond.
Key words：earthquake in Northern Nagano Prefecture, landslides, debris flow

Sediment-related disasters in the Nakajo River watershed in Sakae Village, Nagano Prefecture

triggered by the earthquakes in Northern Nagano Prefecture on March 12, 2011
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図－１ 最大加速度分布（防災科学技術研究所 K―NET）
Fig．１ Distribution of peak ground acceleration（K―NET, NIED）
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２．崩壊と土砂流出の概要

２．１ 崩壊の状況

千曲川水系中条川支流の東入沢川左岸の２カ所で大規

模な崩壊が発生した（上流側：幅１８０m，長さ３００m，

下流側：幅２２０m，長さ３５０m；図－２）。崩壊の発生地

点は，長野・新潟県境の関田山地北東部の天水山（１０８８

m）から，東南東－南東に連なる稜線の南側斜面に位置

する。上流側崩壊・下流側崩壊ともに，尾根末端部が崩

落したものである（図－２，写真－１）。上流側崩壊地と

下流側崩壊地の崩壊土砂量はそれぞれ約２４３千 m３，約

１，０７２千 m３と見積もられている（長野県北信地方事務

所・国土防災技術株式会社，２０１１）。調査地周辺には地

すべり地形が多く見られ，上流側崩壊地と下流側崩壊地

は，乗落地すべり防止区域（平成５年・林野庁）および

土砂流出防備保安林（平成２年指定）内に位置している。

崩壊地下流には，人家１６戸，公共施設（温泉宿泊施設），

国道１１７号線，村道，JR飯山線等が位置している。崩

壊地周辺には，新第三紀後期鮮新世～第四紀前期更新世

に堆積した火山噴出物を主体とする魚沼層群が分布して

いる（志久見川団体研究グループ，１９９１）。魚沼層群は

礫・砂・シルト・海成砂などからなるが，崩壊地周辺は

このうち最も新しいもので安山岩凝灰角礫岩，火山礫凝

灰岩，礫および砂からなる層準（Ut）に該当し（竹内ほ

か，２０００），現地では凝灰角礫岩を主とした岩相が確認

される。また礫は安山岩礫がほとんどである。下流側崩

壊地から上流側崩壊地のやや上流部にかけて，安山岩溶

岩の層準や貫入岩が確認される。

２．２ 土砂流出の状況

地震発生時，上流側崩壊地と下流側崩壊地で崩土が河

道に堆積し，湛水した。下流側崩壊地では崩土が河道に

最大６０mの高さで堆積した。土砂の一部は，積雪を巻

き込んで河道を流下し，右支川である西入沢川との合流

点から約２００m下流まで達した（図－２，写真－２）。地

写真－１ 地震直後の崩壊と流出土砂の堆積状況（２０１１年３
月１３日アジア航測が撮影した画像に加筆）

Photo１ Landslides and downstream sediment deposition on
13 March, 2011.(Asia Air survey co. ltd.)

図－２ 地震によって発生した東入沢川沿いの崩壊地と堆積
域（電子国土地図に加筆）

Fig．２ Landslides and sediment deposition along Higashi-
irisawa River triggered by earthquakes（Digital Japan
Web System）

写真－２ 東入沢川下流から見た下流側崩壊地（向かって右）
と河床に堆積した土砂（２０１１年３月２５日撮影）

Photo２ Landslide in downstream of Higashi-irisawa River and
sediment deposition on March 25, 2011
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震発生時の崩壊および土石流以降，顕著な土砂流出は，

２０１１年４月４日，５月１０日，６月２５日に発生した。４

月４日には土石流が発生し，東入沢川が西入沢川と合流

する付近（温泉宿泊施設横，図－２）で停止した。この

時，降雨や地震は観測されていなかったが，３月２７日

ごろから融雪が進み，河道堆積土砂の下流側表面が崩落

したことによると考えられる。５月１０日には，融雪と

降雨（５月１０日～１２日の連続雨量７０mm）により，下

流側崩壊地の崩土上流の湛水が写真－３のように崩土の

左岸側から越流し，土石流となり，東入沢川と西入沢川

の合流地点から約７００m下流まで土砂が到達した（図

－２）。また６月２５日には日雨量５１．５mmの降雨により

下流側崩壊地内で小規模崩壊が発生し，河床に堆積して

いた崩土を河川水が越流した。

３．地震発生後の対応

３月１２日の地震発生後，直ちに被害状況の調査が行

われ，栄村全村（秋山地区を除く）に避難指示が出され

た。同日，栄村を対象に土砂災害警戒情報の暫定基準（通

常基準の６割）による運用が開始された（２０１１年１１月

１１日運用廃止）。応急対策として，３月２６日には土石流

センサーや監視カメラ，サイレン，回転灯が設置され，

警戒避難体制が整備された。また，土砂流出の危険性が

ある中条川下流に，緊急的に大型土のうによる仮設導流

堤が設置された（４月５日）。さらに，流下断面を確保

するために，東入沢下流（温泉宿泊施設付近 図－２）の

河道堆積土砂が開削された（５月９日）。河道に大量に

堆積した土塊の土質，地質，層序，すべり面，岩石の風

化・破砕状況などを観察・調査するとともに，掘削中の

排水状況等により地下水の状況を把握するために，長野

県北信地方事務所により，下流側崩壊地直下の河床に堆

積した土塊の中央部でボーリング調査が実施された（６

月３０日，図－２中○印の地点）。下流側崩壊地直下の湛

水池の規模縮小を図るため，湛水池の開削が行われた（写

真－４）。開削工事の期間は２０１１年７月５日～９月３０日

である。これにより湛水池の水位が約２．５m低下した。

今後行われる恒久対策工事は，上流に不安定土砂が残る

状態での施工となるため，施工中の安全対策として土石

流減勢工（鋼製セルダム）が下流側崩壊地直下の堆積土

塊の下流約６５０mの位置に施工された。

４．堆積土砂の状況

下流側崩壊地直下の堆積土塊中央部で実施されたボー

リング孔の孔口標高は５８７．１９m，掘削深度は GL－６５．０

mである。また，堆積土塊の強度を調べるために，ボ

ーリング孔掘削時に標準貫入試験が行われた。ボーリン

グ孔にはオールストレーナー加工保孔管を用い，孔内に

水位計や伸縮計などが設置されている。堆積土塊の地質

区分を示す図－３より，GL－５５m付近では腐植物混じ

りの河床礫が見られ，その上下でコアの性状が明らかに

異なることから，移動土塊と旧地表との境界と判断され，

ボーリング実施地点での崩積土の厚さは５４．５m程度と

考えられた。コアを構成する地質は，上位（地表から GL

－３８．６mまで）は硬質かつ亀裂に富んだ安山岩溶岩か

写真－３ ２０１１年５月１０日の下流側崩壊地直下の堆積土塊
における越流状況（上）と東入沢川下流の状況（下）

Photo３ Overflowing from the landslide dam in Higashi-
irisawa River on May 10, 2011

写真－４ 東入沢川下流側崩壊地直下の湛水部と開削状況
（２０１１年１０月１５日撮影）

Photo４ Landslide dam after excavation works on October 15,
2011

平松ら：２０１１年３月１２日長野県北部地震による栄村・中条川上流の土砂災害
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らなり，下位（GL－３８．６～－５４．５m）は粗粒凝灰岩や

凝灰角礫岩からなるやや固結度の低い層準で構成されて

いる。これは，下流側崩壊地の滑落崖で観察される層序

と概ね一致しており，崩壊した土塊がその層序を維持し

た状態で河床に堆積したものと考えられる。標準貫入試

験による N値は４０～５０以上が多く，堆積土塊は全般に

硬く締まった傾向にあることがわかる。

５．堆積土塊の地下水位および下流側湛水池の
水位変動

堆積土塊の安定性を評価するとともに対策計画立案に

資することを目的として，長野県北信地方事務所により，

東入沢川左岸尾根で降雨量および下流側崩壊地直下のボ

ーリング孔で堆積土塊の地下水位が自動観測された（図

－２）。また，堆積土塊上流の湛水池では，埋塞部の安定

や現状を把握するために，湛水池水位が自動観測された。

雨量，堆積土塊の地下水位，湛水池水位は，いずれも１

時間間隔で毎正時に計測されている。観測期間はそれぞ

れ，雨量：２０１１年５月１８日～１０月２２日，堆積土塊の

地下水位：２０１１年７月８日～１０月２４日，湛水池水位：

２０１１年５月１８日～８月２２日である。雨量，湛水池水位

と堆積土塊の地下水位の観測結果を図－４に示す。

湛水池水位と堆積土塊の地下水位は，いずれも降雨に

対して鋭敏に反応している。観測期間中，湛水池水位は

５８７．１７m～５８７．７５m（EL）の範囲を推移し，徐々に低下

する傾向にある。前述のように，下流側崩壊地直下の堆

積土塊の河道開削が行われ，湛水池の水がよりスムーズ

図－３ 堆積土砂（ボーリング孔）の地質区分と N値深度分布
Fig．３ Geological feature and vertical distribution of N-value

through boring

図－４ 降雨に対する湛水池水位と堆積土塊の地下水位の応答
Fig．４ Responses of water level at the pond behind the landslide dam and ground water level in deposited sediment to rainfall
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に流下するようになった状況から，開削以降，湛水量の

急激な増加は発生しにくくなっているものと考えられる。

堆積土塊の地下水位は，図－４に示すように５６３．６９m

～５６６．４９m（EL）の範囲を推移し，２０１１年７月２５日～

７月３０日の降雨により連続雨量が１７４．５mmに達した７

月３０日に最高水位（５６６．４９m, EL）が観測された。そ

の結果，降雨ピークに対する堆積土塊の地下水位ピーク

の遅れ時間は，図－５に示すように１～１７時間で，図－

６～７に示すように降雨強度や地下水位ピーク時刻まで

の総降雨量の増加とともに短くなっていることがわかる。

図－５ 降雨に対する堆積土塊地下水位
ピークの遅れ時間

Fig．５ Lag time for peak rainfall and
peak groundwater level in
deposited sediment

図－６ 堆積土塊地下水位ピークの遅れ
時間と降雨強度の関係

Fig．６ Relationship between peak rainfall
intensity and lag time of peak
groundwater level in deposited
sediment

図－７ 堆積土塊地下水位ピークの遅れ
時間と総降雨量の関係

Fig．７ Relationship between total rainfall
and lag time of peak groundwater
level in deposited sediment

図－８ 降雨に対する湛水池水位と堆積土塊の地下水位の反応
Fig．８ Responses of water level at pond and groundwater level in deposited sediment to maximum rainfall event

平松ら：２０１１年３月１２日長野県北部地震による栄村・中条川上流の土砂災害
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ここで，遅れ時間は，最大時間雨量の発生時刻から堆積

土塊の地下水位が最大となる時刻までの差として求めた。

時間雨量と連続雨量が期間内最大であった７月２５日～

３１日の一連の降雨では，図－８に示すように，７月２８

日７時の降雨ピーク（１０mm／h）に対して，湛水池水位

のピークが降雨ピークの２時間後に，堆積土塊の地下水

位のピークが３時間後に記録された。７月３０日６時の

降雨ピーク（１７．５mm／h）に対して，湛水池水位のピー

クが降雨ピークの２時間後に，堆積土塊の地下水位のピ

ークが５時間後に記録された。堆積土塊地下水位の無降

雨時の低い水位（以後，基底水位と呼ぶ）は，開削工事

前と比較して，工事以降，明瞭に低下している。湛水池

水位の観測は，２０１１年８月２２日までであるが，閉塞部

の河道開削により湛水池の水位が約２．５m低下した事

実が報告されていることから（長野県北信地方事務所・

国土防災技術株式会社，２０１１），湛水池水位の低下と湛

水池の規模縮小にともなって，堆積土塊地下水位の基底

水位が低下したと考えられる。

６．おわりに

本報では，２０１１年３月１２日の長野県北部地震によっ

て長野県栄村の中条川上流で発生した大規模崩壊や土砂

流出の実態と，地震発生後の状況について，地震発生後

に実施した現地調査と地質ボーリング，水文観測結果を

基に取りまとめた。下流側崩壊地直下の河道に堆積した

土塊は硬く締まった傾向にあり，比較的安定しているも

のと判断される。さらに，堆積土塊上流側に形成された

湛水池の水位は開削によって低下してきており，湛水量

の急激な増加は発生しにくくなっているものと考えられ

る。また，堆積土塊地下水位の基底水位も低下傾向にあ

るが，この要因としては，湛水池水位の低下と湛水池の

規模縮小が挙げられる。これらの状況から，堆積土塊の

決壊の危険性は減少傾向にあるものと考えられる。

しかしながら，地震で発生した崩壊地の周辺には亀裂

が確認されており，崩壊地内には不安定に残る土砂があ

る。また，河道開削が行われたが，崩壊地直下や下流の

河床には依然として堆積土砂が多量に存在している。日

本有数の豪雪地帯であるこの地域では，梅雨や台風によ

る降雨時をはじめとし，融雪期にも注意を払い，拡大崩

壊や雪崩，堆積土砂の再移動の発生に対して監視を行っ

ていく必要がある。

本報告は，地震発生後に砂防学会東北地方太平洋沖地

震災害調査委員会が実施した現地調査結果に加え，長野

県北信地方事務所が実施した調査結果に，解析と検討を

加え，取りまとめたものである。貴重な資料を提供して

下さった関係各位に，ここに記して謝意を表します。
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